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一

資

料
〈
北
大

υ一
法
過
程
研
究
会
・
ン
ン
ポ
ジ
市
ム
報

L

ぃ
口
〉

最
近
の
日
本
に
お
け
る
立
法
の
動
向
と
問
問
題
点

L

仇、、
J

、ムソヲ」

l
i
b
-

川
本
の
ー
を
広
町
内
程
の
通
説
的
珂
併
は
、
政
府
提
出
?
診
人
片
山
、
も
っ
ぱ
、
コ

。
一
円
怖
い
よ
ハ
て
f
i
楽
さ
れ
る
も
の
の
、
十
ソ
党
内
事
、
叶
山
本
記
シ
ス
テ
ム
の

I

武

勝

高

打
冶

で、
H

史
認
守
一
が
常
川

d

や
利
認
可
体
内
川
刊
の
初
予
捌
撃
を
一
ケ
ハ
ノ
会
と
で
仏
友

小
山
決
一
に
停
を
よ
闘
争
、
〆

ヘ
ー
来
り
立
宏
伸
山
田
同
で
ふ
ノ
る
凶
会
で
は
、

野
党
い
つ
、

村
会
的
制
川
丸
山
、
慣
行
を
利
用
し
た
抵
抗
を
試
み
る
、
戸
で
、

性
{
ヴ
J

人
コ
ス
ナ
ィ
)
を
持
つ
と
い
、
つ
も
り
で
め
っ
汗
u

し
か
し
、
一
」

一
」
ん
の

#μ
古川
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判

う
し
た
げ
法
過
程
の
構
図
は
、
政
治
主
導
を
H
H
指
す
制
度
改
革
や
、
連
?
げ

政
権
の
恒
d

品
化
、
一
大
政
党
を
志
向
す
る
政
治
構
造
の
変
動
な
と
に
ょ
っ

と
、
見
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
亡
い
る
。

rf 

一(
)

O

一
咋
の
中
央
省
庁
の
再
編
と
同
時
に
実
樋
き
れ
た
内
問
機
能
の

強
化
と
副
大
何
川
の
導
入
は
、
山
僚
川
に
刈
す
る
「
内
閣
」
の
+
了
単
惟
を

時
ょ
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
改
草
と
は
ぽ
同
時
別
に
、

先
内
に
強
力
な
支
持
基
散
を
持
た
な
い
小
泉
内
閣
が
誕
刊
〕
、
小
泉
+
円
相

は
、
内
閣
山
一男
の
補
休
機
能
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
ボ
ト
ム
ア
ソ

ブ
以
の
政
策
次
'
疋
を
内
閣
さ
専
の
卜
y
プ
ダ
ウ
ン
型
に
転
換
さ
せ
る
こ
と

に
丘
欲
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
小
泉
政
権
を
支
え
る
与
覚
は
、
当
初
の

白
公
似
の
述
守
一
党
か
ら
二
つ
ひ
三
年
の
総
選
挙
役
に
自
民
・
公
明
の
速

す
に
変
化
し
、
公
明
党
の
動
向
が
、
内
閣
の
政
業
渋
1
4
に
及
ぼ
す
影
響
力

は
更
に
大
き
く
な
ロ
た
…
特
に
、
公
明
党
が
強
く
主
張
す
る
案
作
に
関

ν

て
は
、
連
止
維
持
の
州
内
か
ら
、
自
民
党
の
族
一
議
員
な
ど
の
要
求
も
抑
制

さ
れ
さ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
た
小
泉
肯
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ソ
プ

と
辿
社
与
党
の
幹
部
の
川
耕
一
帯
心
に
よ
っ
て
、
小
泉
内
閣
以
降
、
従
本
の
省

庁
行
僚
と
F

同
民
党
族
議
員
、
関
係
利
益
団
体
の
三
者
か
ら
な
る
「
欽
の
一

角
形
一
政
治
が
解
体
の
方
向
に
山
か
っ
て
い
る
と
い
う
見
占
も
成
り
す
つ

で
あ
ろ
う
…
巳
削
終
的
な
政
誌
の
決
定
の
場
で
あ
る
阿
会
過
科
に
お
い
て
も
、

い
民
主
党
の
凶
政
選
挙
に
お
け
る
勢

H
の
増
大
に
比
例
し
て
、
ヴ
ィ
ス
コ
ス

テ
ィ
型
の
低
抗
パ
タ
ー
ン
か
ら
、
政
府
ι
J
y
厄
と
の
政
検
品
争
を
通
じ
て
有

権
者
に
支
持
を
ぷ
え
か
け
て
い
く
討
議
ア
リ
ー
ナ
型
や
、
回
会
評
議
を
通

じ
と
本
本
政
策
に
関
す
る
政
府
h
J
党
と
の
ん
門
起
を
形
成
し
て
い
く
コ
ン
セ

ン
サ
ス
型
の
回
会
審
議
パ
タ
ー
ン
が
広
く
兄
ら
れ
る
よ
う
に
な
2

て
き

た
。
本
報
告
は
、
こ
、
つ
し
た
最
近
の

H
本
に
お
け
る
立
法
過
料
の
動
向
を

示
す
と
と
も
に
、
そ
の
貝
体
的
な
事
例
と
し
て
の
可
法
制
度
改
草
関
連
法

案
の
寸
法
過
科
を
通
〕
て
そ
の
問
題
1

門
を
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
…
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投
手
近
の
日
本
の
寸
法
過
程
の
変
容

(
一
)
内
閲
十
導
の
政
策
決
定

日
僚
制
が
執
政
部
で
あ
る
内
閣
に
対
し
て
、
政
策
立
案
に
お
け
る
優
位

を
保
っ
て
い
た
川
反
的
背
景
に
は
、
法
案
の
止
山
主
権
限
を
所
管
省
庁
が
独

占
す
る
分
担
管
理
原
則
(
内
閣
法
三
条
)
が
あ
っ
た
り
こ
う
し
た
省
庁
側

的
抵
抗
を
排
除
し
、
内
閣
ぶ
主
導
に
よ
る
政
策
の
す
案
を
同
能
に
す
る
た
め

に
、
歴
代
の
自
民
党
政
権
で
は
、
内
閣
に
審
議
会
を
設
置
し
、
そ
の
答
申

を
閣
議
決
定
す
る
こ
と
で
、
中
門
庁
側
の
白
動
を
拘
点
す
る
手
法
が
採
用
さ

れ
て
き
た
{
巾
曽
根
内
閣
に
お
け
る
第
一
次
臨
調
や
国
鉄
内
廷
監
珂
委
員

公
は
、
有
力
委
員
や
専
門
委
員
に
財
界
リ
ー
ダ
ー
や
内
相
の
ブ
レ
ー
ン
を

配
間

L
、
官
僚
や
労
相
の
抵
抗
を
排
除
す
る
決
定
ん
式
の
先
駅
け
と
な
っ
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た
っ
稲
本
内
閣
で
は
、
行
政
改
革
会
議
を
首
相
直
属
で
北
置
し
、
橋
本
首

相
川
ら
が
議
長
を
務
め
、
会
議
を
リ
ー
ド
す
る
と
と
も
に
、
財
界
人
や
新

聞
社
ー
+
、
-
入
学
教
民
な
と
を
右
力
委
員
と
し
と
配
置
し
、
特
庁
や
族
議
員

の
影
響
心
を
排
除
す
る
運
リ
叫
が
れ
わ
れ
た
}
事
務
局
長
に
は
円
相
補
佐
官

の
水
野
清
前
衆
議
院
議
員
を
充
て
、
事
務
同
の
メ
ン
バ
ー
の
半
紋
近
く
を

川
氏
閉
山
川
身
者
と
し
た
。
同
会
議
の
段
終
報
パ
川
に
焦
づ
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
と

ば
て
の
中
央
省
庁
等
改
革
業
本
法
の
制
定
を
受
け
、
各
省
庁
設
置
法
案
を

す
案
す
る
作
業
で
は
、
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
を
設
置
し
、
各
省
庁

か
ら
内
向
し
て
き
た
参
事
官
に
出
身
特
庁
以
外
の
事
頃
を
引
当
さ
せ
る
こ

と
と
し
た
同
様
に
、
村
山
内
閣
に
お
い
て
設
世
さ
れ
た
地
方
分
権
推
進

委
員
会
で
も
、
事
務
同
の
過
半
数
を
総
務
庁
、
大
ハ
叫
宵
、
山
治
省
山
内
句
者

が
山
め
た
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
関
係
石
省
庁
か
ら
の
山
川
向
者
と
い
治
体

か
ら
の
山
川
者
を
同
れ
に
す
る
構
成
が
と
ら
れ
た
ご
こ
の
よ
う
に
、
審
議

公
の
委
員
構
成
だ
け
で
は
な
く
、
事
務
局
の
補
佐
体
制
に
お
い
て
も
、
省

庁
ヱ
哩
を
抑
制
す
る
こ
と
に
意
が
配
ら
れ
た
の
が
橋
本
行
革
の
特
後
で

あ
っ
た
ご

し
か
し
、
行
政
改
革
会
議
で
は
、
結
論
に
干
る
ま
で
の
省
庁
や
族
一
議
員

の
抵
抗
に
よ
っ
て
、
河
川
民
的
建
北
省
か
ら
の
分
離
や
、
郵
政
三
事
業
的

分
割
民
営
化
な
と
は
実
現
し
な
か
っ
た
り
ま
た
、
地
方
分
権
推
進
一
括
法

で
は
、
総
問
委
任
事
務
の
廃
H
を
実
現
し
た
も
の
の
、
所
信
有
庁
の
抵
抗

に
よ
り
、
仏
定
受
託
事
務
に
留
ま
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
…
こ
、
つ

し
た
審
議
会

b
式
の
限
界
は
、
委
員
削
の
八
円
且
形
成
の
過
程
で
、
事
務
局

の
補
佐
体
制
を
通
じ
て
、
省
庁
出
向
JH僚
の
影
響
々
が
及
び
や
す
く
、
ま

た
、
会
議
と
並
行
し
て
ワ
党
に
よ
る
検
討
が
れ
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
族

議
員
や
関
係
省
庁
が
評
議
会
的
外
部
か
ら
影
響
力
を
ノ
什
便
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
て
い
る
凸
、
で
あ
る
。
き
り
に
、
存
議
会
最
終
悦
パ
門
の
閣
議
決
定

後
に
、
所
管
省
庁
が

υ
菜
作
業
に
関
与
し
た
り
、

M
E構
を
有

μ

た
り
す

る
こ
と
で
、
閣
議
決
定
ポ
項
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
が
実
質
的
に
省
抜
き
に
さ

れ
る
事
態
も
あ
り
う
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

こ
う
し
た
関
係
省
庁
の
出
向
ず
か
ら
な
る
事
務
局
件
制
の
欠
点
を
克
服

し
、
関
係
利
益
川
体
や
族
一
議
員
の
影
響
力
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
山
川
開

が
置
凶
の
ス
タ
y
フ
部
門
を
保
有
す
る
と
と
も
に
、
法
案
作
成
格
以
を
白

ら
が
行
使
す
る
必
要
性
が
あ
る
つ
ま
た
、
九
円
自
形
成
の
場
を
審
議
会
に
の

み
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
昔
円
相
を
州
心
と

ν
た
少
数
の
閣
僚
と
い
民
間
人
か

ら
な
る
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
合
議
制
機
関
を
設
置
し
、
首
惜
の
リ
ー
ダ
ー
ン
ツ

プ
を
前
大
限
発
揮
で
き
る
よ
う
な
引
組
み
が
必
要
と
な
る
ご
一

0

0

1

の
内
閣
椴
能
の
強
化
は
、
こ
う
し
た
従
来
の
決
定
心
式
の
問
題
ト
刀
を
改
拝

す
る
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
内
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ソ
ブ
を
明
伴
に
す
る
た
め
に
、
閣
議
に
お

い
て
、
首
相
が
内
閣
の
前
要
政
策
に
関
す
る
慕
本
的
な
占
針
そ
の
他
の
案
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判

作
に
つ
い
て
発
議
す
る
権
限
が
明
確
化
さ
れ
た

首
相
が
政
策
の
党
議
を
行
、
つ
た
め
に
は
、
そ
の
千
日
止
と
な
る
政
策
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
が
必
要
と
な
る
υ

内
閣

U
一一
時
の
直
属
の
ス
タ
y
フ
と

L
て
、
事
務

ん
ト
ッ
プ
の
官
同
副
長
日
を
首
相
か
ら
の
出
川
崎
命
令
系
統
の
一
中
和
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
坦
」
ス
タ
ッ
フ
に
す
る
と
と
も
に
、
+
円
相
、平
官
防
長
官
に
対
す

る
「
政
策
ア

f
パ
イ
ザ

l
型
」
ス
タ
y
フ
と
し
て
、
政
治
任
川
に
よ
る
一

名
の
官
房
副
長
宵
補
を
新
た
に
設
け
た
り
縦
割
り
の
政
策
別
に
仕
切
ら
れ

て
い
た
従
米
の
内
閣
{
円
切
三
室
長
に
代
わ
っ
て
ぷ
置
さ
れ
た
こ
の
副
長
宵

袖
は
、
外
?
父
、
内
政
、
安
全
保
障
の
一
つ
の
政
業
領
域
を
分
担
す
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
副
長
官
補
の
ー
に
は
、
一
元
化
さ
れ
た
約
一
心
。
名
規
模

の
ス
タ
ッ
フ
か
ら
な
る
副
長
宵
補
室
が
設
置
さ
れ
た
副
ぷ
官
補
の
統
栴

の
下
、
政
策
謀
担
ご
と
に
チ

l
ム
が
編
成
さ
れ
、
各
チ

l
ム
に
は
、
ア
ド

ホ
ッ
ク
に
宰
員
が
参
加
す
る
こ
と
で
、
柔
軟
件
を
持
つ
一
た
組
織
が
企
阿
『
υ

案
や
総
ん
門
調
枠
に
当
た
る
こ
と
が
同
能
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た

ア
ド
ホ
ッ
ク
な
法
案
作
成
チ

l
ム
と
は
別
に
、
日
出
ム
μ
や
閣
議
決
定
に
摂
拠

を
持
つ
時
限
政
策
半
が
設
世
さ
れ
、
小
測
内
閣
時
の
二
倍
の
約
七

0
0れ

を
越
え
る
規
模
の
ス
タ
ッ
フ
が
内
閣
J

旦
房
の
運
引
に
関
与
し
て
い
る
と
さ

F

忘
れ
る
。
こ
う
し
た
ス
タ

y
フ
を
活
用
し
、
内
閣
官
房
に
新
た
に
付
ワ
さ
れ

た
法
案
の
企
画
止
茶
や
総
合
調
整
を
判
当
す
る
事
務
権
限
(
内
問
法
一

条
一
項
一
口
勺
)
に
た
づ
き
、
各
省
庁
に
代
わ
っ
亡
内
閣
官
切
が
起
案
担
当

(
内
問
法
凶
条
二
項
)
{
}

rf 

省
庁
と
な
り
、
法
案
作
成
チ

l
ム
や
、
同
限
政
策
室
を
事
務
局
と
す
る
多

く
の
法
案
が
企
幽
六
案
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
υ
こ
れ
ら
の
法
案
は
、

複
数
省
庁
聞
の
所
管
に
ま
た
が
る
政
策
や
、
省
庁
側
か
ら
の
動
機
付
け
が

働
き
に
く
い
政
策
に
関
し
て
、
円
相
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
烹

ε

つ
い
て
、

内
閣
官
房
が
法
制
化
の
実
現
を
迅
辿
に
ノ
什
、
つ
こ
と
を
可
能
と
し
た
。

ま
た
、
内
閣
に
お
け
る
/
円
相
の
リ
ー
ダ
シ
y
ブ
を
袖
休
す
る
た
め
に
、

全
融
・
粁
凶
財
政
政
策
平
料
学
技
術
、
規
制
改
中
な
ど
を
の
同
々
の
政
策

謀
題
に
応
じ
て
内
閣
府
に
特
命
担
当
卜
人
刊
を
任
命
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

り
(
内
阿
府
北
世
法
九
条
三
こ
の
内
閣
府
特
命
判
当
大
内
や
従
点
か
ら

の
特
命
事
瓜
担
当
大
悼
の
も
と
で
、
内
閣
に
各
種
の
本
部
や
会
議
な
と
が

多
数
ぷ
置
さ
れ
、
事
務
局
機
能
を
山
内
閣
府
や
内
閣
宵
一房
が
和
、
つ
こ
と
で
、

る
{
特
に
、
予
算
編
成

北法'J7(l'374J374

省
庁
に
対
す
る
内
閣
宇
叫
を
凶
る
こ
と
と
し
て

や
経
済
逼
営
全
般
の
基
本
方
針
決
定
に
お
け
る
+円
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ

y
プ

を
強
化
す
る
た
め
に
、
内
閣
府
に
経
済
財
政
諮
問
公
設
が
設
置
さ
れ
、
小

HA
向
柑
は
、
同
九
五
一一
識
を
実
M
H
的
に
淫
営
す
る
料
品
川
財
政
(
特
人
叩
」
判
当
大
匝

に
民
聞
か
ら
竹
中
平
成
慶
応
大
学
教
授
を
行
命
し
、
同
会
議
を
内
閣
の
重

以
政
策
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
セ
ッ
テ
ィ
シ
ゲ
と
占
針
決
定
の
場
と
し
て
活
用
す

る
よ
う
に
な
っ
た
{
同
会
議
で
は
首
相
が
議
長
を
務
め
、
直
接
首
相
か
ら

の
方
針
や
指
示
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
ワ
て
、
同
会
議
が
実
質
的
に
閣
議

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
有
庁
側
に
も
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ο
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こ
う
し
た
内
問
機
能
の
強
化
に
よ
っ
て
、
各
省
庁
を
起
点
と
す
る
ボ
ト

ム
ア
y
ブ
型
の
政
策
守
山
案
か
ら
内
閣
主
導
に
よ
る
ト
〈
ブ
ダ
ウ
シ
担
の
政

策
立
系
が
内
政
、
外
交
の
両
印
で
顕
若
に
な
っ
亡
き
た
。
法
案
の
企
而
リ

山
欠
点
に
お
け
る
審
議
会
ん
式
と
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
平
内
問
官
一一
房
を
山
崩

す
る
方
式
と
の
対
照
的
な
事
例
と
し
て
、
道
路
公
同

R
U化
法
案
と
郵
政

川
氏
常
化
法
案
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
川
法
案
は
と
も
に
小
泉
千
円
相

の
強
い
イ
ニ
ン
ア
テ

f
ブ
に
よ
り
、
政
府
の
法
案
リ
ス
ト
に
議
題
設
定
さ

れ
た
。
前
半
引
の
道
路
公
凶
の
い
民
常
化
は
、
法
律
に
基
ワ
き
首
相
任
命
の
七

人
の
民
間
有
識
占
か
ら
構
成
さ
れ
た
道
路
関
係
川
八
百
凶
民
営
化
推
進
委
員

会
に
具
体
系
の
作
成
が
委
ね
ら
れ
、
。
。
一
弁
ー
一
月
に
高
速
道
路
の
建

設
に
白
川
め
を
か
け
る
最
終
恨
告
が
ま
と
め
ら
れ
た
し
か
し
、
こ
の
恨

日
作
成
を
め
ぐ
り
、
今
川
敬
委
日
長
が
辞
H

ー
す
る
な
ど
、
推
進
委
が
委
員

同
の
不
一
政
に
よ
ロ
て
分
裂

ν

た
た
め
に
、
法
案
の
作
成
は
、
道
路
公
同

を
川
管
す
る
同
十
父
通
省
が
刊
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
困
父
古
は
、
政

附
案
の
取
り
ま
と
め
の
過
詐
で
、

1
N
賀
誠
自
民
党
道
路
訓
査
会
長
ら
と
連

絡
を
取
り
合
い
、
計
局
、
自
民
党
道
路
族
の
ち
且
向
を
大
幅
に
取
り
入
れ
た

三
案
の
選
駅
肢
が
引
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
小
泉
昔
円
相
が
選
ん
だ
案
は
、
凶

〈
〉
抱
円
を
超
す
債
y
勃
を
四

T11以
内
に
完
済
し
、
同
速
道
路
を
仕
料
開
放

で
き
る
と
す
る
一
方
、
新
た
に
直
轄
仁
川
式
を
採
用

ν
、
計
幽
中
の
ほ
と
ん

ど
ん
寸
亡
の
市
辿
道
路
の
疋
ぷ
を
継
続
す
る
と
い
う
迫
路
族
が
「
落
と
し
ど

こ
ろ
」
と
考
え
て
い
た
折
衷
案
に
と
と
ま
っ
た
~

こ
う
し
た
夫
敗
を
教
訓
と
し
て
、
郵
政
対
常
化
を
円
相
主
将
で
進
め
る

仰
い
か
ら
、
法
案
の
作
成
は
郵
政
事
日
米
を
所
管
す
る
総
務
特
で
は
な
く
、

内
閣
官
房
の
担
当
と
し
、
二
の
ひ
凶
年
阿
川
に
渡
辺
好
明
・
前
民
林
水
産

事
務
次
官
を
豆
ぷ
と
す
る
郵
政

R
Q化
準
備
罪
を
設
問
し
た
り
政
府
は
白

川
氏
党
内
の
以
対
が
あ
る
中
で
、
一
つ
つ
阿
刊
九
月
、
邸
政
民
営
化
の
永
本

ん
針
を
悶
議
決
定
し
た
…
こ
れ
を
受
け
て
、
同
九
川
の
内
問
改
造
で
は
、

郵
政
民
営
化
へ
の
協
力
を
判
断
廷
準
に
す
る
人
事
を
断
行
し
、
郵
政
民
営

化
担
当
大
圧
に
竹
中
判
当
大
陸
を
仔
命

L
た
。
竹
中
大
固
い
は
、
川
氏
常
化
に

慎
市
上
な
総
務
省
か
ら
の
山
向
者
が
多
い
準
備
需
の
中
に
、
財
F

折
、
経
産
両

省
山
身
占
や
有
識
者
ら
に
よ
る
少
人
数
の
チ

1
ム
を
非
公
式
に
作
り
、
こ

の
竹
中
チ

l
ム
を
中
心
に
恭
本
方
針
に
志
づ
く
法
案
の
作
成
が
行
わ
れ
た
{

こ
う
し
て
刊
成
さ
れ
た
法
案
原
案
は
、
円
相
が
議
長
を
務
め
る
経
凶
財
政

諮
問
会
議
に
付
議

L
、
小
泉
首
相
の
承
認
を
得
る
と
い
う
形
で
、

J

向
柑
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ソ
プ
に
荒
づ
く
月
八
体
業
の
作
成
に
成
功
す
る
こ
と
と
な
っ

た

北法57U. 37;)) 375 

小
泉
首
相
は
、
自
身
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
た
っ
く
政
策
決
定
を
准
め

る
た
め
に
、
自
民
党
的
事
前
承
認
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
も
、
そ
の
見
直
し

を
求
め
た
り
一

0
0
一
年
の
郵
政
公
紅
化
・
信
害
便
法
案
で
は
、
川
氏
克

の
部
会
の
了
承
を
得
な
い
で
、
法
案
の
同
公
提
山
川
に
踏
み
切
り
、
結
果
的



判

に
衆
院
の
審
ぷ
段
階
で
、
自
民
党
総
務
部
会
と
麻
川
政
副
会
長
の
問
で
ま

と
め
ら
れ
た
修
止
案
を
角
相
が
受
け
入
れ
る
形
で
決
告
が
凶
ら
れ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
郵
政
川
氏
常
化
法
案
で
は
、
一

0
0
五
年
月
に
政
府
と
白

川
氏
党
の
調
整
の
た
め
に
政
府

-
H口
氏
協
議
会
が
ぷ
け
ら
れ
た
が
、
政
府
側

は
四
分
社
化
の
骨
格
部
分
を
設
ら
ず
、
以
山
川
派
と
の
誌
が
埋
ま
ら
な
い
ま

ま
、
政
府
は
凶
日
一
七
円
、
総
務
会
で
法
案
の
提
山
の
み
の
了
承
を
取
り

付
け
、
凶
会
提
山
に
附
み
切
っ
た
)
衆
議
院
の
特
別
委
員
会
で
の
審
議
と

#
ね
し
て
行
わ
れ
た
法
案
修
叶
で
も
、
竹
中
卜
人
間
い
ー
と
F

同
川
町
冗
の
与
謝
野
馨

政
調
会
長
、
仰
山
川
大
政
調
会
長
代
理
ら
に
よ
る
本
一
同

l
の
折
衝
で
修
正

案
が
ま
と
め
ら
れ
、
部
会
の
関
守
は
制
限
さ
れ
た
ご
し
か
も
、
こ
の
法
案

修
正
案
も
、
自
民
党
総
務
会
に
お
け
る
強
い
以
対
が
あ
る
中
で
、
執
行
部

に
よ
っ
て
多
数
決
で
押
し
切
る
と
い
う
異
例
の
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
た
。

rf 

こ
う
し
た
政
策
決
定
ブ
ロ
七
ス
に
お
け
る
郵
政
族
議
日
の
徹
底

ν

た
緋
除

と
衆
議
院
の
解
散
を
振
り
か
ざ
し
て
の
怯
成
強
制
に
、
「
独
裁
」
、
「
強
権
的
」

と
し
て
反
対
派
議
回
以
が
以
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
議
院
本
会
議
に
お

い
て
自
民
党
か
ら
一
七
名
の
反
対
(
烹
惟
を
台
め
た
造
反
五
名
)
、
参

議
院
本
人
山
議
で
は
=
名
の
反
対
(
棄
権
を
含
め
た
造
反
一
口
々
引
)
と
い

う
ん
世
の
造
反
省
を
山
川
し
、
最
終
的
に
法
案
の
参
議
院
否
決
、
首
憎
に
よ
る

衆
議
院
解
散
と
い
う
政
府
と

j

一
同
民
党
の
対
『
止
が
牛
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
ご

こ
の
よ
う
に
郵
政
民
営
化
法
案
で
は
、
円
相
と
内
閣
・
党
の
上
要
幹
部
か

ら
な
る
執
政
部
が
、
所
管
省
庁
や
族
議
円
(
の
抵
抗
に
対
し
て
、
ト
ソ
ブ
ダ

ウ
ン
で
政
策
を
推
進
す
る
強
硬
な

T
法
が
と
ら
れ
た
り
ぞ
れ
は
小
泉
+
円
相

自
身
の
強
い
個
引
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
制
民
的

に
支
え
る
内
問
機
能
の
強
化
が
そ
の
実
現
の
背
景
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
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ろ、っ、
(
一
)
述
立
与
覚

導
の
政
策
決
定

第
二
円
安
化
は
、
白
民
党
の
中
独
政
権
が
よ
川
万
九
体
制
と
と
も
に
終
汚

し
、
自
社
さ
連
止
政
権
以
降
、
小
淵
内
閣
的
一
時
期
を
除
き
、
自
民
党
と

政
策
選
好
の
同
な
る
政
党
と
の
問
で
辿
?
与
党
を
情
成
す
る
こ
と
が
及
ぼ

し
た
影
響
が
挙
げ
ら
れ
る
、
白
社
さ
辿
守
政
権
以
降
、
与
え
の
事
前
審
査

シ
ス
テ
ム
は
、
与
党
山
に
問
也
が
あ
る
法
案
の
場
合
に
は
、
々
什
〆
兄
の
部
会

に
先
す
っ
て
、
辿
す
与
党
問
で
調
体
を
行
う
と
い
、
つ
方
式
が
ほ
周
さ
れ
て

き
た
。
そ
の
結
来
、
技
議
口
一
や
利
益
川
体
の
桜
山
【々

が
強
い
自
民
党
の
政

調
部
会
よ
り
も
辿
す
各
党
の
幹
部
が
政
敏
渋
定
に
及
ぼ
す
影
響
力
が
増
大

す
る
こ
と
と
な
っ
た
ご

現
也
の
向
八
ム
辿
す
与
党
に
お
い
て
は
、
公
明
党
か
ら
厚
生
大
同
に
入
間

す
る
な
ど
、
公
明
党
的
関
心
的
強
い
社
会
保
除
問
訴
の
法
索
に
関
し
て
、

公
明
党
が
政
策
形
成
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
が
問
え
た
り
そ
の
結
果
、
自
民

党
の
族
議
買
や
関
係
利
指
団
体
が
反
対
し
て
も
、
連
立
与
冗
聞
の
合
意
が



優
先
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
た
一

例
え
ば
、

二
C
C
一
年
の
健
康
保
険

法
改
r
t
案
で
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
本
人
の
医
掠
貨
白
己
負
引
を
三
割
に
引

き
上
げ
る
内
容
に
対
し
て
、
日
本
区
師
会
や
一
日
民
党
の
坪
生
族
議
員
が
強

く
以
対
し
、
自
民
党
部
会
の

f
換
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、

ι
J
覚

三
党
の
幹
事
長
政
調
公
長
と
坂
口
厚
労
大
川
出
、
一
倍
出
官
房
長
け
い
の
政
府

与
党
間
で
ま
ず
合

E
L、
段
終
的
に
は
、
政
府
側
と
有
力
厚
生
放
議
同
一
で

あ
る
刈
羽
党
医
培
法
本
問
題
調
存
会
長
と
の
協
議
で
患
者
負
担
を
将
来
に

わ
た
っ
て
一
制
か
ら
引
き
い
し
げ
な
い
と
の
政
府
日
党
聞
の
合
且
が
成
げ

し
、
法
案
提
山
川
を
め
ぐ
る
党
厚
労
部
会
と
の
対
す
を
決
着
さ
せ
た
υ

ニ
ロ

ロ
四
年
の
年
企
改
革
法
案
で
は
、
給
付
水
準
の
大
相
引
き
ト
げ
を
止
め
る

経
治
界
な
ど
の
虫
求
に
刻
し
て
、
五
口
%
以
上
の
給
付
水
準
を
確
保
す
る

こ
と
を
、
が
保
す
る
公
明
党
の
以
求
に
沿
っ
て
政
府

H
J
党
合
自
が
ま
と
め

ら
れ
、
政
府
案
が
提
山
さ
れ
た
っ
衆
院
段
階
で
は
与
党
と
民
上
党
の
問
で

1
金
制
度
の
元
化
の
枚
討
に
つ
い
て
三
党
合
意
が
成
す
し
た
が
、
そ
の

直
後
に
、
国
会
議
回
以
の
年
金
未
納
問
題
の
発
党
や
、
利
。
到
の
給
付
確
保

が
困
離
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
参
議
院
で
は
、
守
野
党
が
放
し
く
刈

ム
げ
す
る
展
開
に
な
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
、
ワ
党
に
よ
る
強
白
採
決
で
決

者
が
閃
ら
れ
た
。
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こ
う

ν

た
公
明
党
の
政
策
形
成
に
お
け
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
は
異
な

り
、
公
明
党
が
反
対
す
る
法
案
に
対
す
る
事
実
L
L

の
「
折
併
桂
」
を
持
つ

こ
と
に
よ
り
、
政
府
・
向
日
目
瓦
が
推
進
す
る
政
策
の
重
県
な
修
ー
止
や
ス

ト
y
ブ
が
な
さ
れ
る
事
例
も
桝
え
て
い
る
。
有
事
法
制
で
は
、
テ
ロ
・
不

存
船
対
策
を
法
案
に
煤
り
込
も
こ
と
を
小
泉
首
相
が
指
示
し
た
の
に
対

し
、
有
事
の
概
念
が
利
払
ト
八
す
る
こ
と
に
比
刈
の
公
明
党
が
抱
否
し
、
阿
防

肢
の
ん
中
渦
が
噴
心
し
た
。
結
局
、
「
武
力
皮
撃
事
強
以
外
の
緊
急
ポ
態
へ

の
対
処
に
つ
い
て
必
以
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
旨
の
補
則
が
追

加
さ
れ
る
こ
と
で
、
決
着
が
先
送
り
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
り
ま
た
、
教

育
幕
本
法
の
見
声
し
で
は
、
与
党
協
議
機
関
に
お
い
て
公
明
党
が
消
極
的

な
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
案
紅
山
に
ギ
っ
て
い
な
い
υ

こ
れ

ら
の
事
例
か
ら
、
自
民
党
中
独
政
権
時
代
に
省
庁
と
族
議
員
の
川
の
調
整

で
法
案
の
決
定
を
阿
っ
て
い
た
従
来
の
手
法
に
対
し
て
、
与
党
山
で
問
川
叫

が
あ
る
法
案
の
場
合
に
は
、
述
立
の
パ

l
ト
ナ
で
あ
る
公
明
党
が
政
策

形
成
に
影
掛
け
ん
を
わ
使
す
る
よ
う
に
な
ワ
て
い
る
ご
そ
の
結
果
、
ワ
党
の

政
策
決
定
の
キ
体
も
、
F

川
氏
山
兄
単
独
か
ら
連
i
H
J
I兄
聞
の
合
立
が
よ
り
重

税
き
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
r

こ
の
こ
と
は
、
山
民
党
内
に
お
け
る
影
響

M

関
係
に
お
い
て
も
、
部
会
を
拠
点
と
す
る
有
力
族
議
員
か
ら
、
克
の
幹
事

長
や
政
調
会
長
・
同
代
期
と
い
っ
た
斡
都
議
員
に
決
定
権
限
が
移

h
す
る

と
い
う
ボ
ト
ム
ア
ソ
プ
か
り
卜
y
ブ
ダ
ウ
ン
へ
の
変
容
を
顕
著
に
す
る
こ
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判

¥
川
門
会
寄
議
パ
タ
/
引
税
容

第

の
ふ
グ
ド
に
は
、

一
九
九
八
年
内
氏
賞
の
野
光
州
叫

ロ
一
化
以
降
、
五

:n 

五
年
体
制
叫
の
往
ム
…
ば
の
r

て
つ
な
反
対
の
た
め
の
抵
抗
」
山
日
目
立
で
は

九
〉
/
¥

政
権
獲
得
を
正
主
バ
れ
い
政
党
と
v

ぶ
、
対
一
裂
を
仰
向
ボ
レ
、
論
戦
を
尚

去

1" 政
二 if.J
と ij

で党
あと
ふ 1CT) 

。間

企ミ
共
政

策
()) 

脱
去

を
競

イヒ白

[cj 

~-.u 
詐

な

ム
計
人
川
引
叶
休
制
sH
戸
一
何
回
会
審
…
ぷ
パ
タ
ー
ン
は
、

ケ
え
い
砕
く
与
、
つ
ぜ

-E
宇
〉
ず
て

正
ふ
F

，
J
G
:
R
P
グ
ふ
ド

さ
か
ら
、

ご
旧
日
叫
が
政
汗
品
交
の
一
法
案
十
、
市
ヘ
リ
ハ
利
益
の
主
去
を
求
め

ア
礼
、
伐
材
案
に
t
九
L
て、

反
対
の
し
J

め
に
野
党
い
つ
引
主
延
ば
し
ゃ
引
叫
す

る
ヴ
ィ
ミ
コ
ス
一
γ
ィ
則
一
地
対
決
立
案
に
お
い
て
多
く
見
h
3

れ
、
そ
の
以
f

』、

大
多
数
の
法
案
は
、
ヘ
)
」
J
対
完
問
に
当
初
か
ら
政
策
L

の
た
呉
が
な

〈
、
一
川
、
礼
的
な
牛
山
a
A
不
審
議
f
k

成
リ
一
円
主
7

口
々
ブ
パ

l
λ
れ旬、
J

Y

川f
で
あ
》
J
7
」n

こ
れ
に
対

J

、

径
一
日
涜
の
新
川
市
叫
が
司
度
量

J

へ
を
契
機
に
、

ぷ
枕

y
」
〆
℃

ブ
パ
ス
タ
〆
ア
引
が
各
数

F
V

あ
る
も
の
の
、

対
決
以
来
に
一
応
じ
と
は
、

(

J

政
府
案
げ

をい謀

p
t
Jて
政
治
尚
争
士
院
わ
せ
る
討
戎
7
リ

l
十
則
一
が

り
、
て
の
結
県
上
/
一

l
て
、
戸
囚
」
政
山
川
一
之
と
子
J
K
の
代
芯
奈
の
山
で
、
九
戸

と
町
一
川
心
が
け

J

帯
広
紅
一
小
し
、
を
じ
で
ぶ
や
ぷ
会
議

tjJ
こ
?
A

1
H
l
J
7
 

意
形
成
手
間
る
た
め
の
仲
間
げ
医
協
議
が
主
祝
さ
れ
、

H
J
U
l

元
山
で
〈
わ
告
が
形

成
さ
れ
る
ー
ン
セ
ン
汁
ス
型
の
副
会
帯
議
パ
タ
〆
!
日
J
U山
し
、
沈
に
、

(
主
」
野
党
。
審
議
継
続
要
人
L
伝
ど
の
沢
抗
に
対

L
f
、
日
付
ん
側

~J多
治

J 国会審議パ合 ンの比較
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シ ilと
もに
増よ
えつ

る 一じ
よ抗
う終
lこ 自立
なな
つ二討を
た着
(を
表図
1 る
。多

数
ili. 
ヱ
~!<.; 

型
の
阿
ノ入

"， 
審
議
ノく

タ

日
朴
さ
迷
守
政
権
時
代
、
野
党
的
一
党
の
新
進
党
は
、

μ社
両
党
に
よ

る
困
対
政
治
の
よ
う
な
馴
れ
ん
n
い
と
決
別
し
、

ι
J
覚
と
の
対
決
安
勢
を
示

し
た
、
そ
の
他
殺
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
九
六
年
の
住
専
回
会
に
お
け
る

一
一
日
刷
に
及
ぶ
ピ
ケ
戦
術
で
あ
っ
た
{
し
か
し
、
こ
う
し
た
寸
託
協
的

な
姿
勢
に
対
二
¥
回
民
か
ら
の
支
持
を
得
る
こ
と
は
で
き
ず
、
以
後
、

最涯の 11 本における立法的動向と I~J也占

阿
党
の
崩
壊
へ
の
き
っ
か
け
と
も
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
抵
抗
型
の

野
党
第
一
党
の
存
り
ん
に
対
す
る
反
告
か
ら
、
民
主
党
は
、
一
九
九
八
刊

の
何
結
党
以
降
、
旧
社
会
党
や
新
進
覚
の
よ
う
な
反
対
の
た
め
の
祇
抗
戦

術
を
採
ら
な
い
こ
と
を
党
の
占
針
と
し
て
き
だ
、
五
カ
ザ
体
制
に
お
い
て

は
、
野
党
が
法
案
修
T

止
を
勝
ち
取
る
の
は
、
国
会
的
制
度
や
慣
行
を
利
崩

し
た
審
議
引
き
延
ば

ν

を
阿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
府
与
克
側
か
ら
該
歩

を
旭
川
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
多
か
っ
た
り
し
か
し
、
一
九
九
八
九
の
参
院

選
挙
で
白
民
党
が
過
半
数
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
同
年
1
秋
の
合
融
同
会

で
は
、
野
党
従
山
の
金
融
再
刊
誌
山
菜
を
守
党
に
丸
呑
み
さ
せ
、
野
党
、
一
十
導

の
政
策
の
実
羽
に
成
功
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
参
議
院
の
逆
転
と
い
う
状

況
に
よ
っ
て
、
民
、
」
党
は
、
ヴ
ィ
ス
コ
ス
テ
ィ
型
的
抵
抗
戦
術
を
と
ら
な

く
て
も
、
政
府
与
党
に
対
し
て
、
対
索
を
従
山
し
、
修
市
協
議
な
ど
を
通

じ
て
、
自
ら
の
必
求
を
政
策
決
定
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
手
段
も
選
択
肢

と
し
て
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
ご
か
っ
て
一
九
八
九
引
の
参
議
院
選
挙
後
、

社
会
党
を
中
心
と
す
る
野
党
も
、
参
議
院
で
の
過
半
数
を
握
り
、
ヴ
ィ
ス

コ
ス
テ
ィ
到
の
抵
抗
を
し
な
く
て
も
、
法
案
を
葬
り
去
る
こ
と
が
可
能
と

な
2

た
=
当
時
の
自
民
党
は
、
野
党
と
の
融
和
を
凶
り
、
回
会
に
お
け
る

法
案
修
正
に
も
柔
軟
に
対
応
し
た
が
、
同
時
に
、
野
党
側
も
建
，
問
だ
け
の

反
対
を
行
な
う
こ
と
も
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
が
公
明
匙

な
と
の
中
間
政
瓦
の
一
層
の
現
実
政
党
化
を
も
た
ら

L
、
山
氏
克
は
、
安

全
保
障
や
れ
政
改
小
な
ど
野
克
第
冗
の
社
会
党
が
強
く
反
対
す
る
法
案

に
つ
い
て
は
、
公
明
・
民
朴
的
中
間
政
党
を
取
り
込
み
、
部
分
迎
合
を
議

会
内
で
形
成
す
る
と
い
う
手
法
を
採
っ
た
ご
同
様
に
、
九
九
八
年
の
金

融
凶
会
に
お
け
る
守
党
の
敗
北
は
、
山
氏
止
を
自
市
川
党
、
公
明
党
と
の
連

υ
に
走
ら
せ
、
そ
の
結
果
、
一
九
九
九
年
の
通
常
国
会
で
は
い
民
党
が
補

完
勢
力
を
加
え
、
衆
参
両
院
で
絶
対
多
数
を
主
面
的
に
他
党
得
す
る
と
い
う

状
況
を
月
ん
だ
。
以
後
、
向
向
公
述
す
一
日
党
は
、
い
民
キ
党
と
の
妥
協
よ
り
も
、

多
数
決
に
よ
っ
て
決
着
を
閃
る
と
い
う
手
法
を
多
附
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

小
泉
政
権
の
充
足
当
初
、
一
同
期
、
円
相
が
民
主
党
と
の
連
携
も
視
野

に
入
れ
た
対
応
を
取
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
、
逆
に
、
公
明
党
の
民
!
?
兄

に
対
す
る
蒋
戒
心
を
バ
ん
だ
。
ま
た
、
社
民
党
、
共
崖
党
の
退
凋
に
よ
り
、

白
民
党
と
民
、
一
干
克
の
川
の
二
大
政
党
化
が
進
み
、
政
権
交
代
の
可
能
性
が

同
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
民
党
も
立
五

1
体
制
時
の
よ
う
な
野
党
に
花

北法57(1-37:>)379



判

を
持
た
せ
る
と
い
っ
た
馴
れ
ん
円
い
は
で
き
な
く
な
っ
た
ご
こ
う
し
た
ι
J
y厄

側
の
野
寛
と
の
対
決
安
勢
は
、
凶
会
運
常
に
お
け
る
守
党
の
態
度
に
も
表

れ
た
。
五
品
川
汗
体
制
時
の
議
院
運

U
妥
円
(
公
理
事
公
的
川
直
営
で
は
、
全
会

一
致
が
原
別
で
あ
り
、
社
会
覚
と
の
ん
ロ

E
の
下
で
の
議
会
通
常
を
ワ
党
が

心
が
け
て
き
た
ο

し
か
し
、
五
内
ザ
体
制
崩
壊
後
は
、
与
党
は
対
決
法
案

に
関
し
て
、
委
円
p

長
の
恥
権
や
多
数
次
で
い
企
営
を
進
め
る
こ
と
が
多
く

な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
…
法
案
付
託
先
の
委
員
会
に
お
い
て
も
、
野
党
の

粘
有
力
の
鴻
東
と
な
っ
て
き
た
全
会
一
致
ル

1
ル
は
紳
ナ
協
定
と
化

L
、

対
決
法
案
の
場
合
は
、
ワ
党
が
多
数
決
に
よ
っ
亡
野
党
の
抵
抗
を
押
し
切

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
(
そ
の
最
た
る
例
が
強
行
採
決
や
中
間
州
市

rf 

こ
う
し
た
与
党
側
の
没
化
に
対
し
、
民
キ
党
は
、
対
決
法
案
に
関
し
て
、

審
議
折
併
を

ν
ば
し
ば
刷
い
る
な
ど
、
政
附
案
に
対
す
る
反
対
を
H
E

思
表

明
す
る

T
段
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
法
案
の

存
議
を
引
き
延
ば
す
た
め
の
、
以
対
の
た
め
の
抵
抗
で
は
な
く
、
政
府
案

の
非
を
凶
民
に
対
し
て
誇
示
す
る
こ
と
に
ヱ
た
る
狽
い
が
あ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
町
党
に
よ
る
委
員
会
付
託
附
止
の
た
め
の
手
段
と
し
て

用
い
ら
れ
て
き
た
越
国
円
説
明
耐
久
求
も
抵
抗
戦
術
と
し
て
の
邑
味
令
い
を
低

さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
っ
そ
の
新
果
、
審
議
空
転
の
自
治
は
出
社

公
党
時
代
に
比
べ
て
短
期
間
で
収
点
し
て
お
り
、
対
決
法
案
の
常
議
口
数

も
、
決
し
て
短
い
も
の
で
は
な
い
)
ま
た
、
旧
牡
会
党
と
異
な
り
、
対
決

法
案
に
対
し
て
は
、
対
案
や
修
正
案
を
提
出
し
、
与
党
側
も
政
府
案
と
野

党
の
対
案
と
の
委
員
公
で
の
一
括
審
議
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
そ
の
結
果
、
ヲ
野
党
の
川
に
対
止
の
あ
る
法
案
の
刊
会
審
議
は
、
政

北法;)7U';'j8(}]制)

党
が
比
較
的
、
長
時
同
に
わ
た
っ
て
政
策
論
争
を
闘
わ
せ

(
汁
議

7
リ

l
ナ
刑
士
、
最
終
的
に
は
、
与
党
と
野
党
が
法
議
修
止
で
合

意
す
る
か
(
コ
ン
セ
ン
サ
ス
型
)
、
あ
る
い
は
、
与
兄
が
多
数
決
で
決
着

を
図
る
か
(
多
数
決
キ
義
型
)
と
い
う
審
議
パ
タ
ー
ン
を
粁
る
こ
と
が
一

般
的
に
な
っ
て
き
た
。
有
事
法
制
の
よ
う
な
募
本
政
策
で
は
、
コ
ン
セ
ン

ザ
ス
型
の
決
着
を
阿
る
こ
と
で
、
責
任
政
党
と
し
て
の
政
権
担
当
能
力
を

い
民
主
党
が
示

L
、
年
余
改
小
法
案
の
よ
う
な
対
決
法
案
で
は
、
選
挙
を
意

識
し
て
、

h
J
野
党
間
的
対
決
を
問
問
す
る
(
ワ
党
に
よ
る
強
わ
採
決
と
野

先
に
よ
る
フ
ィ
リ
パ
ス
タ

i
)
と
い
う
績
型
化
が
可
能
で
あ
ろ
う
…
出
社

公
党
と
の
違
い
は
、
基
本
政
策
に
お
け
る
与
野
党
山
の
コ
ン

E
ン
サ
ス
の

右
鼎
や
、
政
停
を
猿
得
し
よ
う
と
す
る
立
思
の
違
い
に
見
山
す
こ
と
が
で

府ト
y
-

野
吋
兄
第

き
る
よ
、
つ
に
思
う

f

F

川
民
党
の
同
政
選
挙
に
お
け
る
退
潮
と
、
民
十
党
の
同
政
選
挙
に
お
け

る
岩
実
な
一
議
席
桝
を
背
景
に
政
栓
交
代
が
現
実
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

民
王
党
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
二
大
政
党
川
の
よ
う
に
、
政
権
ヰ
仙
政
党
と
し

て
、
次
の
内
閣
(
ネ
ク
ス
ト
キ
ャ
ピ
、
ネ
ソ
ト
)
を
設
置
し
、
名
実
と
も
に
、



政
権
交
代
に
備
え
た
代
評
系
を
川
舟
山
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ご
そ
の
こ
と
が

民
主
党
の
議
員
斗
咋
訟
や
修
市
案
の
提
山
数
の
附
加
、
法
案
得
議
で
の
逐
条

存
議
の
実
池
、
政
府
参
考
人
の
せ
け
弁
を
原
則
と
し
て
受
け
入
れ
ず
、
閣
僚

と
の
蛍
疑
谷
弁
を
重
視
す
る
姿
勢
、
代
卦
案
に
基
ワ
く
北
論
で
の
カ
場

表
明
と
い
っ
た
、
出
社
会
党
と
は
刊
な
る
回
会
へ
の
対
応
を
も
た
ら
し
た

と
い
え
よ
、
っ
。

最涯の 11 本における立法的動向と I~J也占

こ
う
μ

た
民
主
党
の
対
応
の
北
日
尽
に
は
、
同
党
の
組
織
法
び
議
員
の
構

成
に
よ
る
特
貨
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
υ

阿
党
は
、
も
と
も
と
旧
・
新
党

さ
き
が
け
を
基
盤
と
し
て
、
川
社
会
党
右
派
と
旧
新
進
党
勢
力
を
吸
以
し

て
拡
大
発
展
し
て
き
た
政
党
で
あ
る
が
、
さ
き
が
け
同
代
か
ら
、
同
社
会

党
の
よ
、
つ
な
同
会
対
策
を
山
町
、
レ
と
し
た
日
党
対
応
よ
り
も
、
政
策
調
官
公

を
中
心
に
、
政
策
両
で
代
替
案
を
提
示
し
て
い
こ
う
と
す
る
珂
念
似
の
強

い
政
党
で
あ
っ
た
り
当
初
は
、
新
人
議
員
が
多
か
っ
た
政
策
志
向
派
の
議

員
が
、
凶
政
選
挙
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
出
社
会
党
労
組
系
勢
力
に
対
し
て

そ
の
数
を
増
大
さ
せ
、
同
時
に
そ
の
政
政
能
力
を
同
め
て
い
っ
た
υ

こ
う

し
た
議
員
構
成
の
質
的
安
化
に
よ
り
、
同
党
で
は
、
政
判
酬
を
中
心
に
代
替

案
を
提
示
し
、
与
党
と
政
策
面
で
競
合
す
る
こ
と
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
出
日
数
的
所
管
委
員
会
に
ま
た
が
る
異
な
る
政
策
案
件
を

パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
〕
て
リ
ン
ク
さ
せ
な
が
ら
取
引
す
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
の

困
対
政
治
の
特
俄
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
政
調
が
ギ
単
す
る
よ
う
に
な
る

と
、
委
員
会
単
位
で
の
ワ
党
と
野
党
の
前
牲
が
中
心
に
な
り
、
委
員
会
単

独
で
の
修
正
行
立
を
形
成
し
や
す
く
す
る
反
商
、
法
案
の
貸
し
借
り
の
よ

う
な
同
対
到
の
取
引
は
し
に
く
く
な
る
と
い
う
側
向
が
あ
る
凶
対
政
治

は、

ι
J
野
党
問
で
利
益
還
元
J

乞
父
挽
し
あ
う
に
は
、
好
都
合
な
仕
組
み
で

あ
っ
た
が
、
民
主
党
が
利
詩
誘
導
よ
り
も
、
叩
何
人
，
u
を
優
先
す
る
政
党
で
あ

る
こ
と
を
弔
視
し
た
戦
術
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
会
評
一
議
パ
タ
ン

は
、
討
議
ア
リ
ー
ナ
化
の
傾
向
を
加
速
き
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
百
え
よ

う
。
ま
た
、
九
九
八
年
の
総
選
挙
以
降
、
野
党
統
一
党
は
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
を
同
政
選
手
で
明
示
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
法
条
枕
出
を
公
約
的
実
行
と

し
て
実
践
し
て
き
た
ご
ワ
党
側
も
、
。
。
一
芹
総
退
挙
に
お
け
る
マ
ニ

ブ
ー
ス
ト
の
法
制
化
以
降
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
作
成
に
耳
を
、
出
ぐ
よ
う
に
な

り
、
こ
う
し
た
選
挙
時
の
公
約
が
、
与
好
川
見
聞
の
凶
会
に
お
け
る
政
散
論

争
に
波
止
し
、
回
会
詐
議
を
討
議
ア
リ
テ
引
に
変
え
て
い
る
側
商
も
折

摘
し
亡
お
き
た
い
υ

らんIあ与衆
のよ り野 議
j主の、党|完
mo み必|山で
とがずの ー

な顕しす/'、
つ r勺コ著も点〈
た芭に自は E町J凶

O な 刷 、 |山川U叫l通
こりご民、 市
う 、 は → 十 卜参同

しこな蝿党;議会
たれくが院 で
事ま、対で 廃
例で E政t案八雪索巨
がの H肘T を心と
今|川lと従時な
{後全イ本、|川|山問 つ

増の民 L のた
え凶，党九て 1詐E郵
る会のい議政
か審反なが上民t 
戸台干 議 土対J治か、 行 営
かパ派つわ fL
はタのたれ法

l ワこた i 案
口ン党とが?は
本か内も

な
お
、
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判

の
J

向
相
が
か
つ
て
の
ブ
レ
ア
首
相
の
よ
う
な
一
大
統
領
的
」
内
相
の
傾
向

を
泊
め
る
の
か
、
日
党
内
の
事
前
承
認
ン
ス
テ
ム
と
党
議
拘
束
の
関
係
を

と
の
よ
う
に
規
定
す
る
の
か
、

U
案
抗
出
後
の
政
府
修
花
や
政
府
側
の
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
フ
を
ど
の
程
民
認
め
る
の
か
、
参
議
院
と
衆
議
院
の
問
の
与

覚
山
内
の
意
思
を
ど
の
よ
、
つ
に
剥
乎
す
る
の
か
と
い
っ
た
、
制
民
連
崩
の

ん
引
り
方
に
よ
っ
て
従
わ
っ
て
く
る
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

rf 

司
法
制
度
改
革
の
立
法
過
程

こ
う
し
た
社
法
過
科
の
構
造
が
変
存
す
る
中
で
、
司
法
制
反
改
革
は
、

政
治
改
本
や
行
政
改
革
と
並
び
、
経
済
界
や
山
氏
止
か
ら
の
要
求
を
受
け

て
、
情
本
内
閣
に
よ
り
内
閣
宇
阜
で
取
り
組
も
こ
と
が
ぷ
担
設
定
き
れ
た

YT) 

重
宮
北
川
副
で
あ
っ
た
}
続
く
小
測
内
閣
は
、
一
九
九
九
年
七
月
に
司
円
以
制

度
改
小
常
議
会
(
以
卜
、
改
草
審
と
略
す
)
を
ぷ
置
し
、
一
ひ
っ
一
宇
ハ

バ
に
、
川
審
ぷ
九
五
よ
り
最
終
意
見
書
が
小
良
内
閣
に
提
附
さ
れ
た
υ

政
府

は
匝
ち
に
、
改
革
審
の
目
見
書
に
対
す
る
刈
処
方
針
及
び
政
府
声
明
を
閣

議
決
定
し
、
審
議
会
殺
の
排
進
体
制
ー
と
し
て
、
司
法
制
度
改
革
推
進
法
案

の
凶
会
提
出
、
同
一
一
月
の
法
案
成
リ
一
を
長
け
、
川
二
月
に
内
閣
に
可

法
制
民
改
草
推
進
本
部
が
設
置
さ
れ
た
り
向
上
令
部
は
、
首
相
を
本
部
長
と

し
、
全
閣
僚
が
本
部
員
と
な
る
構
成
で
、
司
法
制
度
改
払
?
の
併
進
に
閉
す

る
総
合
嗣
盤
及
ぴ
司
法
制
度
改
革
の
総
合
的
か
っ
集
中
的
な
推
進
の
た
め

に
必
要
な
法
律
案
及
び
政
令
案
の
す

u

案
に
関
す
る
こ
と
を
所
掌
事
務
と
し

た
。
し
か

L
、
こ
う
し
た
色
目
的
な
閑
僚
刷
組
織
は
実
際
に
は
あ
ま
り
機

能
せ
ず
、
同
本
部
の
も
と
に
置
か
れ
た
山
崎
潮
法
務
省
削
民
事
局
長
を
事

務
局
長
と
す
る
1

ハ
ロ
名
あ
ま
り
の
事
務
局
が
法
楽
作
成
作
業
に
当
た
る
こ

と
と
な
っ
た
。
〈
f
次
可
法
制
度
改
革
は
、
改
芋
審
の

E
児
中
円
が
提
出
さ
れ

た
こ
と
が
、
法
制
化
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
点
で
は
、
審
議
会
型
の
政
策

発
案
を
特
徴
と
し
て
い
た
が
、
実
際
の
法
案
作
成
の
段
階
で
は
、
こ
う
し

た
事
務
局
が
巾
心
と
な
る
こ
と
で
、

JH僚
制
組
織
に
よ
る
換
甘
#
胎
が
危

似
い
さ
れ
た

北法'J7(1. 382; 382 

そ
う
し
た
州
で
、
改
草
審
の
委
員
の
中
か
ら
、
顧
問
会
議
を
設
問
し
た

い
と
の
以
請
が
あ
り
、
佐
藤
改
日
中
審
会
長
が
山
内
長
と
し
て
顧
問
に
就
仔
す

る
こ
と
と
な
っ
た
り
川
会
議
は
、
了
者
、
経
凶
界
、
労
働
組
合
、
マ
ス
コ

ミ
な
と
か
ら
の
一
八
名
門
委
員
か
ら
な
り
、
各
界
の
有
識
者
の
英
知
を
生
め
、

可
法
制
度
改
革
の
実
現
に
向
け
て
、
ト
八
所
同
一
川
か
ら
肋
つ
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
ま
た
、
法
菜
作
成
刊
業
に
つ
い
て
は
、
事
務
局
に
よ
る
政
府

主
導
に
刻
し
て
、
日
弁
辿
よ
り
、
同
民
の
各
層
を
代
衣
す
る
幅
広
い
窓
口
比

を
以
映
さ
せ
る
べ
き
と
の
要
求
が
問
さ
れ
、
事
務
局
の
に
、
可
法
制
度

改
革
に
必
要
な
法
令
等
の
烹
案
等
に
問
し
、
推
進
本
部
事
務
局
と
一
体
と

な
っ
亡
議
論

L
、
そ
の
成
果
を
法
令
案
等
に
以
映
さ
せ
る
こ
と
を
片
的
と



1，，) 

一
の
検
可
会
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
ぺ

こ
っ
iν

て

ハ
)
門
J

一'ヰ

月
に
法
案
作
成
の
ふ
め
の
主
一
要
…
絞
悶
を
枇

院

i
J
?

で、

え
ず
で

E
リィ:

一
ハ
¥
一
一
年
三
日
に
苛
託
制
反
成

y
推
定
計
出
一

ふん
ρ

一
間
一
款
は

k
'
ν

、

，
引
間
の
日
日
同
期
限
の
問
で
、
実
礼
オ
ベ
き
可
一
以
制
十
一
安

改ー一平の

「
法
中
記
去
~
を
政
府
内
外
に
不
ャ
す
こ
と
と
な
っ
汗
η

こ
う
し

た
が
長
が
あ
ら
か
じ
め
明
示
さ
れ
る
中
ご
、

司
法
制
度
以
上
午
は
、
市
古
川

は
司
に
お
け
る
官
僚
制
L
ベ
ル
い
と
ζ

ま
ら
ず
、
後
汁
会
て
の
議
論
、

に
れ
け
る

y
円
ン
γ
-
h
y
l
i
ノ
、
ム
や
、

ヨ
人
山
に
わ
ι
け
る
一
ポ
バ
「
司
会
咋
ケ
ペ
な
ど

の
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ま

x
-
¥
品
川
終
的
な
政
支
決
定
つ
れ
わ
れ
て
し
っ
た
っ

ぞ、)ペーには一、

小
説
什
祁
が
政
策
川
内
花
山
、
決
Lrた
に
お
い
て
と
の
工
、
つ
な
イ
一
一

端近グl:本におけ。iLU:clノ封有レ IlU也 r5'

ン
?
一
ア
J

J

/

ー
を
と
っ
-
h
h
の
か
、

市
上
務
局
の
監
問
機
関
て
あ
る
一
前
例
会
一
請
は

ど
の
よ
う

4
チ
J

ツ
々
姥
能
を
果
ん

l
た
の
か
、
実
質
的
な
政
州
市
作
成
吟

月
で
あ
る
住
民
本
市
事

j

柑

uhT検
討
会
、

与
党
の
ブ
ロ
ジ
ク
ト
ナ

i
ム

、
は
、
次
口
二

V

ゾ
仰
心
γ
政
党
公
ど
の
山
内
涼
ア
ク
タ
が
ど
の
が
つ
な
相
可
作

見
守
」
疋
ば
ー
ぷ
」
心
L
叶
J

)

支ノ?、
2 干U

?$: ;:; 

¥ v 人工

0) 、

う ~~J
エノ、
"'三、

J主
主，

Zι 
ーみ

ロ

yた
むj
長

改

革
関
連
ぶ
菜

ィ」

fl 

万
、
革
高
山
門
民
間
書
見
昔
日
向
い
院

い
矢
作
恥
な
山
度
設
訂
カ
ユ
四
め
万
れ
な
か
J
h
r
一

府
で
、

号
、
フ
-

J

ん

1
1
f亡、

一一

1

1

7

改
革
審
後
の

ιJ弘
通
棋
に
刻
版
改
章
一
日
体
的
成
宕
が
均
一
力
士
{
い
れ
二
、

刈
法
案
の
事
例
を
通
I
J
て、

J
Iい
制
度
改
υ宇
の

υ
法
逃
科
を
分
析
す
る
戸
)

u
F

一
νピ
ト
リ
ノ
ゆ
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判

(
ご
裁
判
迅
速
化
法
案

波
判
の
込
辿
化
は
経
治
界
や
同
封
克
か
ら
強
く
以
望
が
巾
山
さ
れ
て
い
た

事
項
で
あ
り
、
〈
f
次
司
法
改
草
が
政
府
の
公
式
議
世
に
政
せ
ら
れ
る
契
機

の
一
つ
で
も
あ
っ
た

2

し
か
し
、
改
革
審
で
は
、
日
弁
連
を
中
心
に
、
迅

速
の
み
が
優
先
さ
れ
て
、
審
理
の
充
実
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
か
ね
な
い
と

の
懸
念
が
強
く
山
さ
れ
、
最
終
昌
見
書
で
は
、
裁
判
の
光
実
と
迅
速
が
セ

y

ト
と
〕
て
打
ち
山
き
れ
た
)
当
初
、
政
府
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
司
法
制

度
改
小
推
進
計
幽
に
は
裁
判
の
込
辿
化
を
阿
る
た
め
の
基
本
的
な
枠
組
み

を
規
定
す
る
す
法
の
予
定
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
迅
速

化
法
が
慢
先
的
に
制
定
さ
れ
た
の
は
、
改
品
ー
に
消
極
的
な
法
由
三
有
に
刈

し
て
、
一
年
間
と
い
う
判
決
期
聞
の
目
標
設
d
E
を
推
進
々
に
、
人
的
制

度
的
荒
盤
の
守
備
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
を
柄
引
い
と
す
る
顧
問
会
ぷ
側
の
ア

ピ
ー
ル
が
あ
っ
た
下
と
さ
れ
る
ご
顧
問
会
議
の
ア
ピ
ー
ル
を
受
け
、
裁
判
の

迅
辿
化
を
司
法
制
度
改
草
の
象
徴
と
し
た
い
小
泉
首
相
は
、
「
裁
判
の
結

果
が
必
ず
一
汗
以
内
に
山
る
よ
う
に
改
弘
し
て
い
き
た
い
一
と
発
百
し
、

迅
速
化
法
の
制
定
が
政
府
の
既
記
ん
針
と
な
っ
た
ご
今
次
斗
法
改
革
に
お

け
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
法
案
が
検
川
会
ま
た
は
法
制
審
議
会
の
枚
討
を

経
て
す
案
が
な
さ
れ
た
の
に
対

L
、
こ
の
迅
速
化
法
は
、
首
惜
の
指
示
の

も
と
、
政
府
の
推
進
本
部
事
務
局
に
よ
っ
一
て
匝
接
法
茶
の
作
成
が
行
わ
れ

る
と
い
う
異
例
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
た
り
法
案
の
内
百
は
、
第
一
輔
の
訴

rf 

訟
手
続
を
一
住
l

以
内
の
で
き
る
だ
け
短
い
期
間
内
に
終
吋
さ
せ
る
こ
と
を

目
標
と
し
て
、
及
判
の
迅
辿
化
を
裁
判
川
と
訴
訟
当
市

4

者
の
責
務
と
し
、

裁
判
の
迅
速
化
を
ほ
机
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

の
総
介
的
多
角
的
な
検
一
副
の
+
休
を
最
高
裁
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

2

M
茶
に
対
す
る
顧
問
公
議
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
最
古
裁
、
法
務
省
ー
か
ら

肯
定
的
な
見
解
が
一
不
さ
れ
た
の
に
対

L
、
日
弁
連
は
、
審
理
の
充
実
化
の

た
め
に
、
ま
ず
叶
法
イ
ン
フ
ラ
を
倍
制
す
べ
き
で
あ
り
、
必
戸
当
事
者
の

責
務
は
努
力
去
作
柄
に
と
と
め
る
こ
と
、
検
証
の
よ
J

体
を
市
民
と
訴
訟
関
係

長
か
ら
な
る
お
一
音
機
関
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
面
見
が
山
さ
れ

た
し
か
し
、
最
終
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
政
府
議
で
は
、

H
弁
連
の
十
張

は
十
分
に
以
映
さ
れ
ず
、
日
弁
連
の
本
林
徹
会
長
か
ら
は
、
裁
判
の
充
実

と
い
う
説
凸
を
欠
落
し
た
ま
ま
、
数
値

H
棋
だ
け
が
独
り
歩
き
す
る
こ
と

ー一

に
よ
っ
て
、
裁
判
の
拙
速
化
を
も
た
ら
す
と
の
批
判
が
出
さ
れ
た
…

こ
う
し
た
政
府
レ
ベ
ル
で
の
ト
ソ
ブ
ダ
ウ
ン
型
の
政
策
立
案
に
対
し

て
、
法
案
が
同
九
五
に
抗
山
さ
れ
る
と
、
公
明
党
を
含
む
与
野
党
的
委
員
か

ら
、
当
事
者
の
権
利
利
訴
を
侵
害
す
る
拙
速
化
を
利
く
と
の
志
兄
が
提
起

さ
れ
、
与
町
党
刷
の
論
議
が
展
開
さ
れ
た
。
民
!
?
兄
は
、
年
以
内
の
判

渋
H
岡
山
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
議
y
勃
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
す
法
事
実
を
欠
い

て
い
る
と
批
判
ヌ
最
高
裁
に
よ
る
検
証
体
制
に
も
強
く
批
判
を
行
つ
一
た
っ

こ
う
し
た
日
野
i

兄
聞
の
議
論
を
受
け
、
ハ
ホ
院
法
務
委
同
会
に
お
け
る
修
辻
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協
議
が
行
な
わ
れ
、
与
野
党
は
、
迅
速
化
と
審
理
の
充
実
を
一
体
と
し
て

純一

進
め
る
こ
と
を
利
保
し
、

H

取
両
裁
の
み
に
よ
る
検
証
休
制
に
は
曹
一
者
や

学
識
経
験
者
が
問
う
す
る
こ
と
を
叫
能
と
す
る
法
案
修
T

忙
を
わ
な
う
こ
と

で
一
致
し
た
一
方
、
円
弁
連
が
要
求
し
て
い
た
ア
イ
ス
カ
パ
リ

l
制
度

ρ事
入
や
取
洲
、
へ
状
況
の
川
視
化
に
つ
い
て
は
、
政
府
側
の
け
ん
け
弁
は
消
他

的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。
し
か
し
、
参
院
法
務
委
円
p

会
は
、
民
事
裁
判

に
お
け
る
証
拠
収
集

T
続
の
説
光
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
証
人
尋
問
中
心

の
公
判
「
続
の
実
施
、
枚
岩
明
{
同
手
持
ち
証
拠
の
右
前
開
一
引
の
拡
充
、
取
嗣

べ
状
況
的
可
視
化
等
の
枚
討
を
進
め
る
こ
と
を
附
恰
決
ぷ
し
、
今
後
の
制

度
運
用
向
で
の
充
実
化
の
た
め
の
ん
向
性
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た

こ
の
よ
、つ
に
裁
判
迅
速
化
法
は
、
顧
問
公
議
の
働
き
か
け
を
受
け
た
小

泉
向
柑
的
ト

y
プ
ダ
ウ
ン
の
折
不
に
よ
っ
て
、
推
進
本
部
事
y
勃
]
町
の
官
僚

制
組
織
に
よ
っ
て
は
業
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
コ
そ
こ
で
は
、
円
弁
連
な

ど
の
要
求
は

l
分
に
取
り
入
れ
、
{
つ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
困
会
に
お
け
る

法
案
審
議
段
階
に
お
い
て
、
与
党
の

U
民
党
、
公
明
党
と
野
党
の
民
で
厄

の
委
員
同
の
介
主
に
よ
っ
て
、
審
認
の
迅
速
化
と
と
も
に
、
そ
の
充
実
を

阿
る
た
め
の
担
保
が
法
案
修
正
や
附
帯
決
議
に
お
い
て
盛
り
込
ま
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
一
)
裁
判
員
法
案

同
様
に
、
裁
判

R
法
案
も
、
速
す
与
党
問
及
び
与
野
党
問
の
議
員
に
よ

る
調
整
に
よ
っ
て
対
げ
{
が
合
意
に
ぶ
つ
た
事
例
で
あ
る
ο

も
と
も
と
、

改
革
審
で
は
、

H
弁
連
が
院
内
存
制
哩
人
を
主
張
し
、

H

敢
両
裁
や
法
務
省
が

消
械
的
な
立
場
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
、
最
終
丘
見
書
に
お
い
て
は
、
裁
判

員
削
川
尻
町
導
入
を
打
ち
山
し
た
も
の
の
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
人
数
や
構

成
、
許
決
の
五
法
な
と
の
具
体
的
検
け
は
、
推
進
本
部
に
委
ね
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
っ
法
曹
一
若
干
法
律
学
脅
か
勺
情
成
さ
れ
る
裁
判
員
制
度

刑
ポ
検
討
会
(
座
長
は
改
小
詐
委
員
で
あ
っ
た
井
上
正
「
東
大
教
ね
)
で

も
、
改
革
審
と
同
様
に
、
長
時
裁
や
法
務
省
が
密
度
の
濃
い
一議
論
を
行
な

う
こ
と
を
珂
由
に
、
裁
判
員
の
人
数
を
絞
り
込
む
コ
ン
パ
ク
ト
論
を
十
張

し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
日
弁
連
が
裁
判
貝
の
人
数
を
裁
判
tH
の
一
怜
以
上

に
し
て
社
会
の
多
様
な
価
値
観
を
反
映
さ
せ
る
ワ
イ
ド
ハ
酬
を
唱
え
て
、
法

曹
一
今
者
川
の
見
解
の
調
整
は
困
難
で
あ
ワ
た
っ
検
討
会
の
法
律
千
和
委
員

も
、
コ
ン
パ
ク
ト
論
と
ワ
イ
ド
論
を
支
持
す
る
委
員
に
分
か
れ
、
議
論
が

脊
易
に
収
束
し
な
い
状
川
で
、
検
討
会
の
井
上
医
長
よ
り
、
裁
判
官
三
人
、

裁
判
員
四
人
科
度
「
五
人
な
い
し
i

ハ
人
も
検
流
)
と
す
る
座
長
試
案
が
示

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
試
案
に
対
し
て
、
マ
ス
コ
ミ
件
紙
の
論
調

は
批
判
的
で
あ
り
、
凶
民
か
ら
の
意
見
雰
集
で
も
、
裁
判
員
の
員
数
を
多

数
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
多
く
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
ご
一
一
川
に
開
催

さ
れ
た
顧
問
会
議
で
は
、
連
合
の
開
森
会
ド
古
か
ら
座
長
試
案
を
撤
同

L
、
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判

顧
問
会
議
の
場
で
抑
念
か
ら
検
討
し
な
お
す
巴
要
が
あ
る
と
強
く
非
難
さ

れ
、
汁
上
座
長
は
、
「
数
の
大
小
よ
り
も
波
判
員
に
実
効
的
に
問
ワ
し
て

も
ら
い
、
裁
判
一
同
と
対
等
な
げ
喝
で
い
い
裁
判
を
め
ぎ
し
て
い
る
」
と
反

論
を
し
た
が
、
検
討
会
で
の
原
茶
作
成
は
中
断
せ
ざ
る
を
え
な
か
2

た

こ
う
し
た
行
き
詰
ま
り
の
中
で
、
辿
立
与
党
の
白
民
党
と
公
明
党
の
山

に
お
い
て
も
、
裁
判
体
の
構
成
を
と
う
す
る
か
に
つ
い
て
、

E
Hん
の
対
。

が
続
い
て
い
た
ご
ワ
党
内
の
司
法
制
度
改
中
プ
ロ
ジ
ゴ
ク
ト
チ
i
ム
で
は
、

白
民
党
が
裁
判
'
H
三
人
、
裁
判
日
凶
人
と
し
て
い
た
の
に
対
L
、
公
明
党

は
裁
判
官
一
人
、
裁
判
員
七
人
を
羊
張

L
、
そ
れ
ぞ
れ
が
最
古
裁
と
日
弁

連
の

1

十
張
を
代
弁
す
る
形
と
な
ロ
た
ご
公
明
党
が
裁
判
官
を
一
人
と
す
る

こ
と
を
該
ら
ず
、
向
い
民
党
が
、
例
外
ー
と
し
て
裁
判
宵
を
一
人
と
す
る
妥
協

案
を
一
ボ
し
た
の
に
対
し
最
而
裁
が
反
充

L
、
両
党
聞
の
調
性
は
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
l
ム
か
ら
、
白
民
党
の
守
謝
野
馨
、
公
明
克
の
漆
原
山
比
大
ら
円
以
務

一
河
川

関
係
の
幹
部
聞
の
非
公
式
の
折
衝
に
移
さ
れ
て
打
開
が
目
指
さ
れ
た
。
そ

の
結
果
、
最
終
的
に
、
裁
判
官
二
人
に
対
し
て
裁
判

R
六
人
と
す
る
自
民

党
支
を
公
明
党
が
受
け
入
れ
る
代
わ
り
に
、
被
告
人
が
公
ぷ
事
実
を
認
め

て
い
る
等
の
場
合
に
は
裁
判
宵
一
人
と
裁
判
員
川
人
の
什
議
体
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
こ
と
で
、
妥
協
が
成
す
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う

ν
た
与
党
内
九
円
H
E

を
受
け
、
政
府
案
が
阿
公
に
従
山
さ
れ
る
と
、

党
内
に
可
法
改
革
ワ
ー
キ
ン
グ
チ

1
ム
を
設
問

L
、
裁
判
JH
一
人
に
対

ν

rf 

裁
判
員
一
心
人
と
す
る
一
対
案
」
を
不
し
て
い
た
口
氏
よ
党
と
政
府
ワ
党
と

の
問
で
議
論
が
反
閲
さ
れ
た
。
衆
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
議
の
結
果
、

川
民
主
党
は
裁
判

W
を
一
人
、
裁
判
員
を
七
人
と
し
、
さ
ら
に
、
裁
判
口
一
の

d
J
秘
衣
務
の
純
凶
か
ら
評
議
の
経
過
や
評
決
の
数
を
除
外
し
、
ハ
ー
秘
衣
務

違
日
比
に
科
せ
ら
れ
る
罰
則
か
ら
懲
役
刑
を
削
除
し
、
罰
企
刑
の
み
ト
と
す
る

修
止
要
求
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
{
こ
れ
を
交
け
た
与
灯
主
?
父
渉
の

結
果
、
懲
役
刑
の
期
川
を
政
府
案
の
一
年
以
下
か
ら
六
川
月
以
下
に
引
き
l

げ
る
と
と
も
に
、
一
正
裁
判
貝
の
処
罰
に
つ
い
て
は
合
銭
対
価
を
得
る
な
ど

的
悪
到
な
場
介
を
除
き
針
金
刑
に
限
定
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
、
民
十
党

が
安
ボ
し
て
い
た
裁
判
員
の
負
担
軽
減
の
た
め
の
環
境
幣
備
を
凶
に
努
刈

義
務
と
し
て
ぶ
す
こ
と
も
法
案
に
追
加
修
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
さ

ら
に
、
日
弁
連
を
始
め
公
明
匙
や
民
主
党
が
、
ヱ
仮
し
て
き
た
録
幽
・
録
背

に
よ
る
取
調
べ
の
可
視
化
に
つ
い
て
も
、
法
由
三
者
に
よ
る
協
議
を
踏
ま

え
、
検
討
を
行
な
う
こ
と
を
附
帯
次
議
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
裁
判
員
法
議
は
、
法
古
川
三
省
と
学
長
委
員
か
ら
な
る
検
討

公
で
は
、

E
見
の
不
一
致
か
ら
成
案
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
政
治
レ
ベ

ル
で
の
調
盆
に
格
卜
げ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
政
府
と
し
て

の
成
後
を
得
た
。
白
川
氏
、
公
明
の
連
リ
一
う
党
聞
の
協
=
市
で
は
、
最
古
裁
や

日
弁
連
か
ら
の
働
き
か
け
を
呈
け
て
、
打
開
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
が
、

最
終
的
に
は
、
辿
守
政
権
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
政
治
的
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刊
断
が
双
方
の
議
事
を
も
た
ら
し
た
ご
ま
た
、

H

阜
両
裁
と

H
弁
連
の
利
吉

が
対
守
す
る
小
で
、
与
党
内
の
調
駄
に
推
進
本
部
事
務
付
や
法
務
省
幹
部

が
積
極
的
に
関
与

L
て
妥
協
案
の
取
り
ま
と
め
に
動
い
た
と
さ
れ
る
r

一

ん
で
、
凶
会
に
お
い
て
は
、
口
氏
、
ヱ
党
の
要
求
を
ι
J
単
が
受
け
入
れ
、
開
会

に
お
け
る
守
野
党
聞
の
合
意
形
成
が
絞
能
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
え
よ

、ηノ
。

最涯の 11 本における立法的動向と I~J也占

(
一
)
行
政
事
刊
訴
訟
法
改
叶
案

司
法
制
皮
改
革
は
、
利
操
選
一
正
型
の
政
策
類
型
に
は
同
さ
ず
、
司
法
を

通
じ
て
の
国
民
の
権
利
の
実
肌
や
、

υ
法
わ
政
司
法
の
抑
制
均
怖
の

悶
係
を
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
観
ト
刀
か
ら
ど
の
よ
う
に
位
世
づ
け
る
か
と
い
、
っ

公
比
利
益
の
実
現
に
関
わ
る
理
念
型
の
イ
シ
ユ
で
も
あ
っ
た
。
司
法
的

行
政
に
対
す
る
チ
ヱ
ソ
ク
機
能
の
強
化
に
つ
い
て
、
改
革
帯

E
見
再
は
、

回
民
の
権
利
以
済
を
実
効
化
す
る
見
地
か
ら
、
政
府
に
お
い
て
、
本
科
的

な
牧
討
を
早
急
に
開
始
す
べ
主
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
邑
見
書
の
段
附

で
は
、
検
討
課
砲
に
す
ぎ
ず
、
具
体
的
な
改
革
に
つ
い
て
は
、
行
政
訴
訟

検
芯
会
(
塩
野
古
川
崎
長
)
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
検
討

会
で
は
、
委
員
聞
の
議
論
と

uwわ
し
て
国
民
に
対
す
る
意
見
哀
呆
や
行
政

省
庁
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
た
り
省
庁
の
大
半
1
は
、
現
行
規
定
の

維
持
を
キ
張

L
、
改
革
に
対
す
る
消
極
的
な
岩
見
が
強
く
、
他
力
、
パ
ブ

リ
ソ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果
は
、
改
中
を
支
持
す
る
舟
山
見
が
多
数
を
占
め
た
っ

こ
う
し
た
見
解
を
踏
ま
え
て
、
一
り
の
三
刊
一
二
川
に
検
芯
会
の
結
論
と

し
と
「
行
政
訴
訟
制
度
の
見
直
し
の
た
め
の
考
え
ん
」
が
公
表
さ
れ
る
に

主
っ
た
ご
検
討
会
で
最
ト
八
の
論
点
と
な
っ
た
開
告
適
格
の
払
大
に
つ
い
て

は
、
口
弁
辿
が
、
現
行
法
の
九
条
項
の
「
法
律
の
利
益
を
有
す
る
者
」

に
替
え
て
、
「
現
実
の
印
刊
桧
を
侵
害
き
れ
J
V

〈は
U
R
T
u
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ

る
者
」
と
す
る
索
を
主
張
〕
て
き
た
の
に
対

L
、
最
古
裁
、
法
務
省
、
判

庁
山
川
好
の
委
員
を
中
心
に
、
九
条
の
γ
人
一
百
を
変
え
る
こ
と
へ
の
抵
抗
が
大

き
く
、
結
局
、
一
反
的
?
壬
凶
は
残
す
も
の
的
、
原
山
適
格
を
判
断
す
る
際

の
考
開
示
古
川
明
と
し
て
一
墳
を
新
設
し
、
定
資
的
な
意
味
で
拡
大
し
て
い
く

こ
と
と
な
っ
た
ο

従
来
の
取
消
訴
訟
中
心
キ
義
を
是
正

L
、
処
分
糾
れ
を
拡

大
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
村
庁
か
ら
の
反
対
が
あ
り
、
的
性
認
訴
訟
の
形

r
4
一

で
代
苔
す
る
ん
向
が
盛
り
込
ま
れ
た
ご

こ
う
し
て
検
川
会
で
ま
と
め
ら
れ
た
「
主
え
方
」
は
、
四
つ
の
杵
か
ら

構
成
さ
れ
、
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
取
消
訴
訟
の
同
即
日
迫
格
的
拡
大
、

義
務
付
け
訴
訟
や
芹

H
訴
訟
の
は
{
止
な
ど
の
救
済
範
囲
の
拡
大
と
、
本
案

判
決
前
の
似
の
救
治
制
度
の
整
仙
、
確
認
訴
訟
の
活
用
な
ど
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
与
え
ガ
一
を
軸
に
、
与
党
内
で
は
、
一
日
民
〆
兄
司
法
制
反
調
弁
会
の

基
本
法
制
小
委
員
会
(
山
端
的
ぷ
久
委
員
長
)
が
議
論
を
行
い
、
そ
こ
で
の

意
見
を
踏
ま
え
て
、
推
進
本
部
に
よ
っ
て
法
案
化
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の

北法57(1-387)泊7



判

法
案
化
内
装
に
お
い
て
、
一
考
え
ん
」
の
段
階
で
は
、
法
叩
け
卜
明
正
で
明

ら
か
に
す
る
か
検
討
謀
題
と
さ
れ
て
い
た
体
認
訴
訟
に
つ
い
て
(
円
弁
連

山
身
の
毛
内
(
か
ら
は
条
正
に
明
記
す
る
こ
と
が
少
数
ロ
見
と

L
て
付
さ
れ

て
い
た
)
、
法
案
の
凶
条
に
例
示
す
る
と
い
う
形
で
法
定
き
れ
る
こ
と
と

な
り
、
政
治
組
凶
の
拡
卜
人
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

国
会
に
お
け
る
法
案
者
議
で
は
、
与
党
委
員
か
ら
、
行
政
に
対
す
る
可

法
の
チ
エ
ソ
ク
機
能
の
強
化
の
観
点
か
勺
改
正
案
の
正
六
に
つ
い
て
の
政

附
側
の
解
釈
を
符
介
に
よ
っ
て
明
確
に
す
る
質
疑
が
な
さ
れ
、
川
町
ヱ
党
の

委
員
か
ら
は
、

H
弁
連
か
ら
す
で
に
提
案
さ
れ
亡
い
た
改
革
案
に
近
い
?
υ

場
か
ら
、
政
的
索
で
今
後
の
検
討
課
組
、
と
さ
れ
た
事
境
に
つ
い
て
の
政
府

側
の
見
解
に
つ
い
て
の
質
疑
が
在
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
日
弁
連
の
志
望
や

与
野
党
委
日
の
邑
見
を
踏
ま
え
、
同
会
で
の
修
rl
は
れ
わ
れ
な
か
っ
た
も

の
の
、
衆
参
両
院
の
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
第
一
半
引
の
原
告
適
格
の
拡

大
が
同
対
の
権
利
利
益
の
救
涜
を
拡
卜
人
す
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
の
周
知
徹

民
、
執
行
作
止
法
件
の
緩
和
や
義
務
付
け
訴
訟
、
主
左
止
訴
一
訟
、
昨
件
直
の
訴

え
に
つ
い
て
の
柔
軟
な
運
用
、
何
別
行
政
実
休
円
以
ゃ
れ
政
手
続
、
わ
政
に

よ
る
裁
判
外
の
紛
争
解
決
権
利
以
済
「
続
き
な
ど
白
政
訴
訟
制
度
を
実

説
的
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
必
製
な
改
弘
に
つ
い
て
政
仰
に
努
力
義
務
を

課
す
、
)
と
な
ど
が
附
帯
決
議
と
し
て
議
決
さ
れ
た
ご

こ
の
よ
う
に
、
白
政
令
件
訴
芯
法
の
改
正
は
、
最
高
裁
・
法
務
省
か
ら

rf 

の
働
き
か
け
を
受
け
た
い
氏
?
厄
と
日
弁
連
の
土
長
を
以
映
し
た
公
明
党
や

民
主
党
と
の
聞
で
決
定
段
階
で
の
剥
整
が
阿
ら
れ
て
き
た
そ
の
他
の
案
件

と
は
異
な
り
、
一
U
民
党
内
の
改
斗
派
を
中
心
と
す
る
一一
議
員
グ
ル
ー
プ
が
、

政
策
決
ー
'
疋
に
イ
ニ
、
ン
ア
一
ア
ィ
ブ
を
と
っ
た
向
、
で
特
慨
を
示
し
た
ご
も
と
も

と
山
氏
え
が
司
法
制
度
改
小
を
推
進
す
る
動
機
付
け
に
は
、
規
制
綾
相
に

対
応
し
て
司
法
の
質
と
岡市
を
改
苦
し
よ
う
と
す
る
粁
泌
界
の
要
求
が
あ
っ

た
が
、
口
氏
党
内
に
は
、
裁
判
川
や
法
務
・
枚
祭
の
既
得
権
を
維
持
〕
ょ

う
ト
と
す
る
勢

H
も
恨
強
く
存
青
忙
し
た
ο

行
政
の
チ
エ

y
ク
絞
能
に
つ
い
て

も
、
改
革
に
対
す
る
省
庁
側
的
抵
抗
は
強
か
っ
た
が
、
検
討
会
に
よ
る
与

え
方
の
作
成
や
、
推
進
本
部
に
お
け
る
法
案
と
り
ま
と
め
が
実
現
し
た
の

は
、
顧
問
会
議
や
自
民
党
の
改
京
派
ぷ
貝
か
ら
の
強
い
支
持
が
背
景
に

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
よ
り
一
一
層
の
改
革
を
求
め
る
川
氏
、
ヱ
党
や

日
弁
連
な
ど
の
回
会
詐
議
に
お
け
る
定
求
に
よ
っ
て
加
辿
さ
れ
、
法
案
成

げ
後
の
行
政
訴
訟
枚
討
会
に
お
け
る
継
続
的
な
一
議
論
や
、
以
後
の
行
政

T

続
法
の
改
正
な
ど
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
と
い
え
よ
、
つ
r
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(
四
)
弁
譲
ナ
報
酬
敗
訴
者
負
担
法
案

一
方
、
政
仰
が
提
出
し
た
凶
法
制
度
改
草
関
連
法
案
の
内
、
唯
一
廃
案

と
な
っ
た
の
が
、
弁
護
上
報
酬
の
敗
訴
者
負
担
法
案
で
あ
る
つ
こ
の
問
地

に
つ
い
て
は
、
改
日
小
訴
の
議
論
の
段
階
か
ら
、
消
費
者
同
体
や
、
公
害
患



者
団
体
、
医
療
過
誤
被
害
者
な
ど
か
ら
、
裁
判
が
利
川
で
き
な
く
な
る
と

の
以
対
が
強
く
、
窓
口
比
再
で
は
、
山
疋
の
要
件
の
十
に
弁
詫
士
山
川
酬
の
一

部
を
訴
訟
に
必
以
な
費
用
と
川
認
め
て
敗
訴
省
に
負
判
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
制
民
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
も
の
の
、
不
当
に
必
え
の
提
起
を

萎
縮
さ
せ
在
い
よ
う
、
一
律
に
単
入
せ
ず
に
、
哩
入
し
な
い
訴
訟
の
範
州

及
び
そ
の
取
吸
い
の
竹
り
方
等
に
つ
一
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
の
条
件

が
付
き
れ
た
ご
こ
れ
を
受
け
た
司
法
ア
ク
セ
ス
検
討
会
(
座
長
・
古
橋
宏

山
東
京
大
学
教
む
)
で
は
、
原
則
導
入
貸
成
と
す
る
委
員
が
多
数
を
市
め
、

当
初
か
ら
、
両
向
的
負
担
の
導
入
を
前
促
に
議
論
が
れ
な
わ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
ご
こ
う
し
た
検
流
会
の
動
き
に
危
機
感
を
感
じ
た
市
民
間
休
は
、

岩
名
川
動
や
集
会
な
と
を
通
じ
て
、
岡
市
的
負
担
導
入
へ
の
以
対
運
動
を

強
め
た
。
国
民
か
ら
の
宮
兄
募
集
で
も
、
制
度
導
入
に
反
対
す
る
多
数
的

意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
}
こ
う

ν

た
反
民
ん
を
受
け
、
検
討
会
で
は
、
川
面
的

敗
訴
者
負
担
を
適
用
し
な
い
範
囲
を
、
行
政
訴
訟
、
労
働
事
件
、
人
事
訴

訟
、
人
身
被
士
事
案
、
消
費
長
一
昨
訟
な
ど
に
拡
大
し
て
ぷ
論
す
る
こ
と
と

な
っ
た
ご
し
か
し
、
こ
う
し
た
適
用
外
の
訴
訟
類
型
が
舷
人
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
法
案
の
策
定
が
す
法
技
術
上
囚
制
服
と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
検
討

会
で
は
、
訴
訟
当
事
者
が
合
意
し
た
と
き
に
の
み
敗
訴
者
負
担
と
す
る
「
台

意
に
よ
る
敗
訴
省
負
伺
菜
」
が
急
窪
、
浮
上
す
る
こ
と
と
な

に
対
し
て
、
日
弁
連
は
、
消
費
者
契
約
、
労
働
契
約
、

最涯の 11 本における立法的動向と I~J也占

h
が
優
越
的
地

位
に
あ
る
当
事
者
聞
の
契
約
な
ど
に
盛
り
込
ま
れ
た
敗
訴
者
負
仰
の
{
止
め

を
無
効
と
し
、
合
立
に
よ
る
敗
訴
者
負
担
の
適
用
対
象
外
と
す
る
H
E

見
を

提
出
し
、
推
進
本
部
に
止
法
上
の
拍
置
を
求
め
た
。
結
同
、
政
村
案
で
は
、

各
一
日
負
仰
を
原
則
と
し
、
当
事
者
以

h
に
訴
訟
代
理
人
が
選
仔
さ
れ
て
訴

え
の
提
起
絞
に
当
事
者
双
方
が
日
ハ
阿
の
巾

L
1
4
て
を
し
た
均
台
に
の
み
弁

護
上
報
酬
の
部
を
訴
訟
賛
同
と
す
る
合
意
に
よ
る
敗
訴
長
負
判
案
が
決

定
さ
れ
た
り

れし

凶
会
に
法
案
が
提
山
さ
れ
る
と
、
日
弁
連
は
、
政
府
系
の
嵐
官
散
を
附
え
、

市
民
団
体
と
の
辿
般
的
下
で
反
対
運
動
を
展
開
し
た
民
主
、
共
件
、
社

民
な
と
の
国
会
議
員
の
問
に
も
、
こ
の
法
案
の
問
地
白
に
刈
す
る
忍
識
が

進
み
、
同
法
案
は
、
一
カ
九
回
通
常
困
会
に
提
附
さ
れ
た
も
の
の
、
委
員

会
に
お
け
る
提
索
理
由
の
説
明
も
聴
取
で
き
な
い
と
い
う
異
例
的
扱
い
と

な
っ
た
ご
継
続
帯
議
と
な
っ
た
一
ハ
一
凶
臨
時
開
会
で
は
、
提
案
者
で
あ

る
小
泉
首
相
自
ら
「
訴
訟
に
持
ち
込
ま
れ
る
前
の
契
約
書
の
条
項
の
仰
に

敗
訴
者
負
担
条
項
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済
的
に
弱
い
す
場

の
側
に
と
ロ
て
裁
判
利
刷
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
効
呆
を
懸
念
す
る
向
さ

も
あ
る
と
ぷ
知
し
て
」
い
る
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
、
件
党
会
派
に
よ
る
更

“
 

な
る
協
議
に
委
ね
る
と
の
考
え
が
一
ボ
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
敗
訴
省
民
担
法
案
は
、
改
革
審
の
段
階
か
ら
日
弁
辿
や
市

民
凶
体
の
以
対
が
強
く
、
検
討
会
及
び
併
進
本
部
事
務
付
に
お
け
る
法
案

北法57(1-38:>)389



判

取
り
ま
と
め
で
は
、
そ
の
以
対
を
押
し
切
る
服
で
決
疋
さ
れ
た
)
し
か
し
、

法
案
が
凶
会
に
提
出
さ
れ
て
も
、
市
民
運
動
と
連
携
し
た
弁
謹
何
十
会
に
よ

る
広
範
な
以
対
運
動
が
反
問
さ
れ
る
中
で
、
ワ
党
は

U
案
の
審
ぷ
入
り
を

強
わ
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
、
妥
員
会
に
お
い
て
何
ら
の
詐
煮
も
実

施
さ
れ
な
い
ま
ま
駈
案
に
至
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
事
例
は
、
野
党
が

強
く
反
対
す
る
法
案
に
対
す
る
国
会
の
ヴ
ィ
ス
コ
ス
↑
フ
ィ
(
粘
着
件
)
を

rf 

示
L
た
も
の
で
あ
っ
一
た
と
い
え
よ
う
{
}

(
有
)
今
次
司
法
改
干
の
寸
法
過
副
作
の
特
徴
と
詳
怖

以
卜
の
阿
件
の
事
例
分
析
を
通
じ
て
、
今
次
司
法
改
u
中
の
立
法
過
析
の

特
徴
を
、
政
策
党
案
に
お
け
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
、
政
策
止
奈
の
主
要
ア

ク
タ
と
そ
の
相
互
作
同
、
凶
会
に
お
け
る
審
議
パ
タ
ー
ン
の
三
ー
は
か
ら

比
較
す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
抗
摘
で
き
よ
う
{
}

ま
ず
、
法
案
作
成
の
イ
ニ
ン
ア
テ
イ
ブ
を
向
柑
が
不
し
た
の
は
、
裁
判

迅
速
化
法
案
だ
け
で
あ
り
、
裁
判
員
法
案
で
は
、
改
苧
審
邑
見
書
の
具
体

的
制
民
設
計
は
、
検
討
会
と
白
民
党
の
案
に
対
し
て
、
公
明
党
や
円
弁
連

の
案
が
刈
案
と
な
り
、
調
整
が
れ
わ
れ
た
。

h
政
事
件
訴
訟
法
改
正
案
や

弁
譲
士
恨
酬
敗
訴
背
負
担
法
案

εは
、
検
討
会
に
よ
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

が
よ
り
顕
著
で
あ
ロ
た
…
こ
の
よ
う
に
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
を
設

置
し
、
内
閣
キ
導
の
体
制
を
凶
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
、
首
相
の
イ
ニ
ン

ア
一
ア
ィ
ブ
を
実
現
す
る
こ
と
を
第
目
的
に
し
て
お
ら
ず
、
内
閣
の
権
成

や
権
限
を
担
保
に
、
可
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
の
各
省
に
対
す
る

優
位
性
を
図
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
法
務
判

を
中
心
と
す
る
各
省
か
ら
の
山
向
者
か
ら
な
る
抗
進
本
部
事
務
局
に
対
し

て
、
幅
f

仏
い
国
民
代
表
の
参
加
要
求
や
議
事
公
開
を
求
め
る
口
弁
辿
の
意
向

に
配
骨肥
し
て
、
推
進
本
部
事
務
肘
に
は
、
一
一
の
枚
副
会
が
設
世
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
検
討
会
は
、
法
曹
者
や
法
律
学
者
に
偏
つ
一
た
メ
ン
バ
ー
構
成

で
あ
っ
た
が
、
議
市

4

山
内
存
の
公
開
を
徹
底

L
、
透
明
刊
を
体
保
す
る
中
で
、

議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
検
討
会
で
の
一議
論
や
推
進

本
部
事
務
局
の
I

止
案
作
業
と
峠
わ
し
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施

し
、
阿
川
出
の
意
見
を
で
き
る
だ
け
法
案
内
存
に
反
吹
き
せ
よ
う
と
す
る
試

み
が
な
き
れ
た
こ
と
は
従
来
の
審
議
会
占
式
と
は
川
県ハ
な
る
運
位
十
刀
法
で

あ
っ
た
ご
こ
う
〕
た
検
芯
会
の
役
割
が
増
大
す
る
中
で
、
推
准
本
部
に
お

け
る
法
案
引
成
に
法
律
学
者
や
日
弁
辿
な
ど
の
背
中
児
が
反
映
さ
れ
た
も
の

に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
首
相
の
卜
y
ブ
ダ
ウ
ン
で
方
針
決
定
さ

れ
た
裁
判
迅
辿
化
誌
が
、
官
僚
制
組
織
で
あ
る
推
進
本
部
事
務
局
の
み
で

ひ
案
作
業
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
と
対
日
を
一
不
し
た
。

も
っ
と
も
、
推
進
本
部
や
検
討
会
の
み
で
法
楽
的
門
成
が
れ
な
わ
れ
た

わ
け
で
は
な
く
、
連

υ
ワ
党
に
よ
る
交
渉
や
調
整
が
最
終
的
な
決
疋
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
特
に
、
裁
判
円
一
法
案
は
、
向
い
民
i

兄
と
公
明
党
と
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の
問
の
晴
た
り
が
大
き
く
、
両
者
の
調
整
は
、

ι
J

兄
司
法
制
反
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ

1
ム
や
幹
部
聞
の
協
議
に
委
ね
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
日
介
連
と

の
親
近
仕
を
右
す
る
公
明
党
が
主
哩
棒
を
と
り
、
裁
判
員
の
人
数
の
増
加

や
捜
青
の
可
視
化
な
と
に
つ
い
て
も
一
定
の
前
進
が
見
ら
れ
た
〔
わ
政
訴

訟
法
改
正
で
は
、
向
い
民
党
の
基
本
法
制
小
委
員
会
が
ヱ
哩
権
を
と
り
、
法

改
止
に
消
板
的
な
れ
政
省
庁
側
に
対
し
て
、
枚
副
会
を
パ

y
ク
ア
y
プ
す

る
作
用
を
呆
た
〕
た
}
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
従
来
の
省
庁
官
り
の

fU民
克

の
族
議
員
の
あ
り
方
と
は
呉
な
り
、
八
F
A
H
ハ
利
掃
の
実
現
に
古
日
す
る
議
員

像
を
一
ボ
す
も
の
で
あ
っ
た
r

ま
た
、
裁
判
員
法
条
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、

最涯の 11 本における立法的動向と I~J也占

公
明
党
の
影
響
力
の
培
大
は
、
山
坦
社
与
党
に
よ
る
政
策
決
ー
'
疋
シ
ス
テ
ム
を

反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

他
方
で
、
同
会
に
お
け
る
存
識
で
は
、
敗
拝
者
負
担
法
索
を
除
い
て
、

与
野
党
問
の
法
索
審
議
は
日
発
ご
あ
り
、
裁
判
迅
速
化
法
索
や
裁
判
民
法

案
で
は
、
守
党
と
民
キ
党
と
の
聞
で
、
窓
法
論
や
政
策
九
州
に
関
し
て
の
討

議
ア
リ
ー
ナ
型
の
一議
論
が
展
開
さ
れ
た
そ
、
つ
し
た
過
科
で
、
川
氏
ヱ
党
側

か
ら
も
刈
茶
と
な
る
修
正
要
求
が
従
山
さ
れ
、
両
者
の
意
見
の
謝
整
の
結

果
、
修
正
合
意
が
成
育
し
、
可
法
制
度
改
革
に
関
す
る
与
野
党
問
の
コ
ン

セ
ン
サ
ス
の
形
成
が
附
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
肝
党
が
ヴ
ィ
ス
コ
ス

テ
ィ
型
の
抵
抗
を
し
た
の
は
、
敗
訴
者
負
伺
法
案
の
み
で
あ
ロ
た
…

μ
J
，凡

側
が
、
対
決
姿
勢
を
一
ボ
し
、
強
行
採
決
を
阿
る
と
い
う
法
案
は
な
か
っ
一
た
ο

司
法
制
度
改
革
を
併
進
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
守
党
と
民
主
党
の
川

に
は
共
通
認
識
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
山
首
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
成
に
寄

与
し
た
が
、
敗
説
者
負
担
法
案
で
は
、
ど
の
よ
う
な
制
度
を
湾
入
す
る
こ

と
が
司
法
ア
ク
セ
ス
を
も
っ
と
も
改
再
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
ギ
ャ
ッ
プ

が
政
出
与
党
と
目
覚
の
聞
で
食
い
違
っ
て
い
た
こ
と
に
刈
1
4
の
原
岡
が

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
政
府
う
党
と
野
匙
の
聞
の
ギ
ヤ

y
プ
に

よ
る
非
妥
協
的
な
何
会
審
議
パ
タ
ー
ン
は
、
司
法
制
皮
改
革
に
の
み
特
有

で
は
な
く
、
村
人
以
保
障
な
ど
の
他
の
政
策
分
野
に
関
し
て
も
一
般
化
が
可

能
な
ケ
ー
ス
も
あ
ろ
う
υ

な
お
、
こ
う
し
た
政
党
聞
の
合
意

μ成
の
プ
ロ
セ
ス
や
決
定
型
山
に
つ

い
て
は
、
連
す
与
党
内
で
の
場
合
、
困
会
常
議
に
お
い
て
一
切
明
ら
か
に

な
ら
ず
、
う
野
党
聞
の
修
7
1
人口

E
に
つ
い
て
も
、
法
案
修
止
案
的
提
議
趣

U

円
説
明
等
か
ら
そ
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
全
市
什
を
把
泌

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
内
で
、
決
定
過
程
の
透
明
性
を
重
視

し
た
検
討
会
や
顧
問
会
議
に
対
し
て
、
実
質
的
な
決
定
梓
以
を
持
つ
政
党

が
、
社
法
者
と
し
て
凶
民
に
刈
す
る
説
明
責
任
を

l
分
に
果
た
し
た
と
は

必
ず
し
も
い
え
な
い
。

も
っ
と
も
、
辿
す
与
党
内
の
調
斡
過
釈
や
、
同
会
の
す
法
過
税
に
お
い

て
国
会
議
員
の
果
た

ν
た
役
剖
や
、
回
会
の
合
意
形
成
機
能
の
向
上
は
許

怖
す
べ
き
白
で
あ
ろ
、
っ
。
特
に
、
裁
判
円
一
制
度
の
導
入
や
行
政
事
件
訴
訟
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判

法
改
ホ
に
関
し
て
は
、
法
曹
一
軒
や
行
政
省
庁
の
利
害
対
立
に
よ
っ
て
機

能
し
な
く
な
っ
た
検
討
会
に
代
替
し
て
、
連
げ
リ
ナ
ヮ
ー
兄
が
作
品
芯
形
成
を
促
進

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
国
会
得
一一
識
に
お
い
て
も
、
対
党
の
民
で
一
冗

の
み
な
ら
ず
、
与
党
の
公
明
覚
も
法
索
審
議
や
法
案
の
修
止
に
お
い
て
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
を
発
弾
し
、
政
府
か
ら
提
山
さ
れ
た
法
案
の
内
存
の
改
再

に
だ
川
ト
コ
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
与
野
党
と
も
に
法
白
の
計
験
を
有
す
る

司
法
関
係
議
員
が
増
加

L
、
日
弁
連
や
巾
民
活
動
同
休
と
の
親
近
件
か
ら

そ
う
し
た
凶
体
か
ら
の
働
き
か
け
が
作
用
し
た
点
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、

白
民
党
内
に
お
い
て
も
、
司
法
改
革
に
凱
意
を
有
す
る
い
新
手
一議
員
の
F

一円顕

に
よ
っ
て
、
議
員
の
司
法
制
度
に
閲
す
る
関
心
の
度
合
い
が
惜
し
、
官
僚

セ
ク
タ
ー
に
対
抗
で
き
る
政
策
ー
止
案
の
力
を
つ
け
て
き
た
点
が
挙
げ
ら
れ

る
。
当
初
は
川
県
ハ
な
る
意
見
で
対
立
し
て
い
た
政
党
(
と
そ
の
背
後
に
あ
る

法
自
=
万
台
)
が
、
ワ
党
内
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

l
ム
や
、
国
会
内
に
お
い
て
、

以
方
向
の
諜
ん
酬
を
絞
る
こ
と
で
問
題
亘
識
を
共
有
し
、
修
正
や
附
帯
決
議

を
通
じ
て
ム
ロ
置
を
形
成
す
る
す
牝
り
力
は
、
政
党
や
議
会
に
お
け
る
川
県
議
に

基
づ
く
川
町
ヱ
、
王
載
の
司
能
性
を
不
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
〔

し
か
し
な
が
ら
、
推
進
本
部
が
三
年
間
の
設
置
期
限
を
過
ぎ
解
散
し
た

後
の
内
閣
レ
ベ
ル
に
お
け
る
可
法
改
日
中
的
推
進
休
制
が
不
十
分
な
こ
と

は
、
寸
法
後
の
フ
ォ
ロ
ー
と
い
う
点
で
の
寸
法
府
の
限
界
を
示

ν
て
い
よ

う
。
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
が
首
相
を
本
部
長
に
、
全
閣
僚
を
本
部
員

rf 

と
し
、
事
務
吋
や
険
討
会
は
、
仏
務
省
や
最
高
裁
、
日
弁
辿
に
川
え
て
、

各
省
庁
や
は
w
了
缶
、
民
間
な
ど
か
ら
勤
円
一
さ
れ
た
「
オ

1
ル
ジ
ベ
パ
ン
体

制
」
で
あ
っ
た
の
に
対

L
、
後
継
機
関
で
あ
る
司
法
制
岐
改
革
推
進
等
は
、

内
閣
官
房
に
北
置
さ
れ
た
時
限
政
策
室
に
刊
ま
る
ご
成
与
す
し
た
一
四
件
の

法
律
は
可
法
改
革
を
実
現
す
る
た
め
の
土
台
作
り
に
過
去
」
ず
、
制
度
の
実

施
と
辿
肘
を
最
高
裁
や
法
務
省
な
と
の
法
曲
三
者
に
依
存
す
る
だ
け
で

は
、
従
来
の
よ
う
な
官
僚
ヂ
導
の
実
施
体
制
に
一一
呪
っ
て

μ

ま
い
、
そ
の
効

果
を
学
げ
え
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
り
特
に
、
凶
会
は
、
自
ら
が
附
帯

渋
議
で
明
示
し
た
改
草
に
向
け
て
、
名
J

犯
人
で
あ
る
政
刷
に
そ
的
検
討
を

委
ね
る
だ
け
で
は
な
く
、
政
克
の
部
会
や
委
員
会
の
中
の
小
委
員
会
を
活

附
し
て
、
裁
判
い
買
の
角
ハ
判
軽
減
の
た
め
の
嶋
境
坐
備
や
、
一
ア
イ
ス
カ
パ
リ

1

制
度
の

事
入
や
取
調
べ
の
り
説
化
、
何
別
行
政
実
体
法
の
改
山
中
な
ど
の
具

体
化
に
向
け
て
の
寸
法
措
世
の
検
討
や
、
行
政
府
の
取
り
組
み
に
対
す
る

監
悦
川
動
な
ど
に
体
的
に
問
日
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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(
i
)
同
丸
太
「
省
庁
に
お
け
る
法
案
の
作
成
過
程
と
そ
の
変
作
」
日

本
行
政

F

子
会
編

a
午
禄
わ
政
耐
究
凹
り
せ
官
邸
と
し
H
一房
-
ぎ
ょ
う

せ
い
、
ひ
っ
ム
川
午
、
八
貞
υ

(
2
)
同
丸
・
同
八
三
H
R
c

(
日
)
阿
丸
・
同
人
力
士
員
。
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(
4
)
同
中
一
昭
・
阿
国
彰

a
中
央
省
庁
改
u
中
』

。。ι1
、
有
五
六
つ
頁
。

(
5
)
約
凶
判
が
法
1

疋
受
託
苧
務
と
し
て
残
っ
た
と
さ
れ
る
(
新
藤
'
ポ

土
芋
「
解
1
U
叫
」
西
尾
勝

E

未
完
の
分
権
改
小
-
料
法

h

弔
問
府
、
一
九
九

九
年
、
阿
五
頁
)
。

(
6
)
政
務
の
山
一一
房
副
長
官
も
こ
れ
に
培
員
さ
れ
た
が
、
そ
の
役
割
は
、

官
同
長
一
同
に
代
わ
っ
て
、
特
命
的
な
事
項
を
担
当
し
た
り
、
ト
コ
ハ
兄

と
の
関
係
を
嗣
整
し
た
り
す
る
こ
と
な
と
が
ヱ
な
も
の
で
あ
る
ご

(
7
)

一G
O
T
-
-八
月
現
在
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
枯

限
通
信
技
術

(
I
I
)
担
当
室
、
行
政
改
革
推
進
事
t

色
町
、
辺
素

化
学
民
砕
処
埋
対
策
室
、
都
市
再
川
本
部
事
務
尚
、
構
造
改
小
特

μ推
進
室
、
以
致
問
地
述
絡
調
件
罪
、
知
的
則

J

位
戦
略
推
進
事

務
局
、
イ
ラ
ク
復
興
支
援
推
進
半
、
地
域
再
生
推
進
半
、
大
陪
棚

嗣
存
対
策
半
、
先
沼
・
港
汚
点
際
危
機
管
理
チ

I
ム
、
郵
政
民
営

化
準
備
室
、
地
方
分
権
推
進
室
、
司
法
制
度
改
革
推
造
室
の
五

円
時
限
政
策
室
が
ぷ
置
さ
れ
て
い
る
。

(υ
の
)
内
閣
一
同
一
房
の
1

疋
一
日
一
は
一

C
C
有
利
度
末
で
六
六
立
人
と
さ
れ
、

内
閣
ブ
ロ
パ
!
の
ス
タ
ァ
フ
に
加
、
ぇ
、
件
省
庁
か
ら
の
山
山
川
や
兼

務
、
時
的
な
泌
伎
と
い
っ
た
多
悌
な
形
態
の
人
員
か
ら
構
成
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
(
信
用
何
人

『官
邸
外
交
政
治
リ
ー

ダ
ー
ン
y
フ
の
わ
方
』
朝
日
新
聞
社
、
一
ひ
っ
川
年
、
一
一
一
頁
)
。

(
9
)
テ
口
刈
検
特
拾
法
、
有
事
法
制
、
イ
ラ
ク
特
措
法
、
回
民
保
護

法
制
な
ど
の
友
人
保
障
関
係
に
加
え
て
、

I
T
基
本
法
、
都
市
汗

日
本
評
論
社
、

。

生
特
措
法
、
知
的
財
産
志
本
法
、
構
造
改
革
特
別
以
域
法
、
地
域

町
生
法
な
ど
ハ
刊
の
法
律
が
内
閣
行
一
房
の
所
管
と
な
っ
て
い

る
、
実
質
的
に
は
内
閣
官
房
が
起
案
し
、
内
閣
山
の
川
管
と
な
っ

て
い
る
法
令
も
多
い
。

(ω)
一C
O
T
-
-八
月
現
在
、
内
閣
府
将
命
判
当
大
出
と
し
て
は
、

男
ム
共
M
参
幽
、
経
済
財
政
政
治
、
沖
縄
止
ぴ
北
仁
川
対
策
、
規
制

改
革
、
崖
業
再
生
機
構
、
防
災
、
青
少
年
育
成
及
び
少
了
化
対
策
、

科
学
技
術
政
策
、
食
品
安
全
、
食
育
の
井
川
当
大
川
民
が
行
い
ん
叩
さ
れ

て
お
り
、
専
灯
、
兼
任
併
せ
て
七
々
引
の
大
陸
が
分
刊
し
て
い
る
。

(
は
)
経
済
財
政
諮
問
会
議
で
は
、
持
引
六
月
に
「
円
ト
ん
の
ん
針
一
を

作
成
し
、
税
制
千
社
会
保
障
、
行
財
政
改
革
な
ど
の
同
政
全
般
に

わ
た
る
翌
午
度
の
亘
山
政
策
の
方
針
を
世
円
相
の
折
不
の
も
と
に
決

定
す
る
方
式
が
採
刷
さ
れ
て
い
る
(
一
特
集
粁
済
則
政
諮
問
会
議

五
年
円
の
通
信
簿
」

『論
座
'

一
つ
り
五
干
八
月
号
五
三
J
九
一

一貝
を
半
世
間
一
)
~
)

(
ロ
)
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
重
裂
性
が
認
知
さ
れ
る
と
と
も
に
省
庁

側
が
同
九
五
一
識
を
戦
術
的
に
活
肘
し
よ
う
と
す
る
誘
凶
も
働
く
よ
、
つ

に
な
っ
て
い
る
〕
特
に
、
阿
余
議
で
は
民
川
議
員
か
ら
提
山
山
さ
れ

る

E
見
が
決
?
'
疋
に
及
ぼ
す
イ
ン
パ
ク
ト
が
大
き
い
た
め
、
民
間
議

員
へ
の
恥
明
や
説
得
に
よ
っ
て
政
策
を
昨
進
し
よ
う
下
と
す
る
省
庁

も
あ
る
と
い
う
(
出
丸
目
前
掲
論
文
七
七

R)
。

(門川
)

a
刺
H
一
副
聞
し
こ
の
ひ
五
年
七
川
一
一
一
日

(
凶
)
郵
政
民
営
化
法
案
は
、
日
本
郵
政
公
朴
を

一0
0
七
1
四
月
に

北法57U. 39:;) 393 



判

民
常
会
担
に
移
行
さ
せ
、
持
ち
株
会
社
の
卜
で
郵
便
事
業
会
朴
、

郵
便
吋
を
持
つ
窓
口
公
社
、
郵
便
貯
金
銀
行
、
郵
便
保
険
会
析
に

凶
分
社
化
し
、
一
心
一
ヒ
作
一
月
末
ま
で
に
持
ち
株
会
社
が
持
つ

貯
金
、
保
険
両
社
の
株
式
を
処
分
し
、
完
全
な
封
刷
会
社
に
移
行

さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
た
。

(日
)

a
剖

H
新
聞
-
一
一

C
C
五
年
ヒ
川
一
一
一
日
…

(
日
目
)
修
T
I
索
は
、
持
ち
株
会
社
が
い
っ
た
ん
貯
金
保
険
の
株
式
を

完
全
に
処
分
し
た
後
、
す
ぐ
に
円
(
い
戻
す
一
迫
統
的
保
有
」
を
認

め
る
こ
と
や
、
郵
便
同
の
低
い
業
務
に
「
財
人
心
」
「
保
険
」
を
例

示
す
る
こ
と
、
社
会
・
地
域
貢
献
基
金
の
仲
間
リ
一
よ
績
を
一
兆
円
分
増

や
す
こ
と
な
と
か
ら
な
り
、
民
常
化
以
対
派
へ
の
配
意
を
不
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
川
刊
吋
社
化
な
と
法
案
の
根
幹
部
分
に
は
没
更
を

加
え
ず
、
政
的
側
に
と
っ
て
の
一
軟
着
陸
」
を

H
抗
す
も
の
で
あ
っ

た
n

(
げ
)
円
日
目
覚
造
反
朽
の
多
く
は

U
民
党
郵
政
事
業
懇
話
会
に
属
す
る

郵
政
族
議
回
口
円
で
あ
っ
た
が
、
参
院
白
民
党
色
川
派
の
よ
う
に
派
間

単
位
で
の
以
対
わ
動
も
見
ら
れ
た

υ

(
N
M
)

引
け
新
聞
-
二

0
0
一
年
一
け
一
一
一
川
夕
刊
。

(
山
口
)
「
汗
人
山
改
革
法
楽
的
ポ
イ
ン
ト
(
上
)
一
『
公
刷
新
聞
』
一
口
一
。

凶
年
四
月
一
円
…

(
引
)
同
比
げ
兄
と
公
明
党
が
述
有
を
継
続
し
と
い
る
要
凶
に
は
、
参
議

院
で
自
民
党
が
過
半
l
数
に
迭
し
な
い
こ
と
か
ら
、
政
権
維
持
の
た

め
に
必
民
不
川
欠
で
あ
り
、
ぞ
う
し
た
点
で
、
政
策
的
州
内
か
ら

rf 

迎
立
を
組
む
と
い
う
政
能
追
求
モ
ヂ
ル
よ
り
も
、
政
権
追
止
モ
ヂ

ル
の
ほ
う
が
よ
り
妥
当
性
を
持
つ
。
も
っ
と
も
、
山
村
さ
辿
守
政

権
と
比
較
し
た
場
合
、
現
在
の
自
公
辿
守
政
権
の
ほ
う
が
政
量
的

な
分
裂
度
は
小
さ
い
c

j同
社
さ
連
ー
ν
ワ
党
で
は
、
一
党
の
部
会
長

ク
ラ
ス
的
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
省
庁
川
政
策
調
坐
会
議
や
ブ
ロ

ジ
ヱ
ク
ト
チ
ム
が
す
べ
て
の
政
検
分
野
に
対
応
し
て
設
置
さ

れ
、
与
党
聞
の
政
策
嗣
益
を
事
前
に
図
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
自

公
速
す
与
党
で
は
、
与
党
聞
に
問
題
が
あ
る
政
策
分
野
に
以
っ
て
、

ア
}
ホ
ァ
ク
な
ワ
党
協
議
会
や
プ
ロ
、
ン
ェ
ク
T

チ
1
ム
が
設
置
さ

れ
、
与
党
聞
の
調
整
を
わ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
c

そ
う
し
た
明

で
、
自
社
さ
連
止
政
権
と
比
較
し
て
、
政
権
追
求
モ
デ
ル
の
度
合

い
が
低
卜
し
て
い
る
と
い
う
汗
伺
も
で
き
よ
う
。
ま
た
、
日
朴
さ

述
立
政
権
同
代
、
守
党
聞
の
政
論
調
整
は
部
会
長
ク
ラ
ス
の
議
員

が
主
体
と
な
っ
て
い
た
の
に
刻

L
、
日
公
連
立
与
止
で
は
幹
事
長

や
政
謝
会
長
・
同
代
理
な
ど
の
幹
部
議
員
が
政
策
調
盤
の
ヱ
休
と

な
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
点
で
、
連
i
H
J
I兄
山
門
で
も
ボ
ト
ム
ア
ソ

プ
か
ら
ト
y
ブ
ダ
ウ
ン
へ
の
移
行
が
進
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ

又
U
V

(
幻
)
福

π健
太
郎
は
、
凶
会
に
お
け
る
野
党
的
ス
タ
ン
ス
は
、
次
の

選
挙
に
備
え
、
宇
式
決
に
古
る
ま
で
の
説
明
や
質
疑
、
討
論
に
力
を

入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
会
裕
一一
議
に
お
い
て
党
派
的
対
げ
の
あ
る

法
案
ほ
ど
審
議
同
数
が
増
え
、
審
議
の
積
み
革
ね
に
よ
っ
て
修
辻

を
生
み
だ
し
や
す
い
と
い
う
「
討
議
ア
リ
ー
ナ
型
」
の
凶
会
類
型
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を
提
示
し
て
い
る
(
糾
一
川
健
太
郎
一
J
U

十
出
」
平
野
浩
・
河
野
勝
編

『ア
ク
セ
ス
日
本
政
治
論
』

H
本
経
治
評
論
社
、
一
ひ
っ
一
一
午
、

一
阿
九

i
一
五
心
頁
、
福

π健
太
郎

副日
本
の
同
会
政
治
L

点
泉

大
学
出
版
会
、
一

0
0
0年)〕

(
山
川
中
」
凶
会
存
議
パ
タ
ー
ン
の
類
型
化
に
つ
い
て
は
、
相
一
正
健
太
郎
「
山

法
」
平
野
浩
・
削
野
勝
編
-
前
掲
書
一
川
八

i
i
c
R、
福
元

健
太
郎
「
古
評
国
会
は
「
多
数
決
キ
義
」
か
「
討
議
ア
リ
ー
ナ
」

か
〉
」

a
レ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』
第
一
五
り
、
一

0
0
川
年
、
一
五

一
l

I

阿
買
を
参
照
の
な
お
、
情
一
正
は
「
凶
会
は
詳
の
た
め
に

あ
る
の
か
一
の
間
占
か
ら
、
出
副
党
の
た
め
に
あ
る
の
が
ヴ
ィ
ス
コ

ス
チ
ィ
型
、
与
党
の
た
め
に
あ
る
の
が
多
欽
決
キ
義
理
、
ワ
党
と

野
党
の
た
め
に
あ
る
の
が
討
議
ア
リ
ー
ナ
型
と
の
対
比
を
わ
っ
て

い
る

(
お
)
一
九
九
九
司
の
通
信
傍
受
法
案
で
は
、
与
党
が
委
員
公
採
決
を

強
行
し
(
こ
れ
に
対
し
、
野
正
は
幸
議
院
本
会
議
に
お
い
て
長
時

山
演
説
と
牛
歩
戦
術
を
ね
便
)
、
住
民
基
本
台
帳
法
改
正
案
で
は
、

与
党
は
ち
ノ
一
議
院
本
会
議
に
お
い
て
中
間
報
山
を
行
っ
た
。
ま
た
、

衆
議
院
の
定
数
削
減
を
行
う
一

0
0
0
年
の
公
選
法
改
正
案
で

は
、
衆
議
院
で
野
党
が
審
ぷ
拒
否
を
わ
い
、
議
長
あ
っ
せ
ん
で
衆

議
院
を
通
過
し
た
が
、
参
謀
院
で
は
、
付
託
先
の
地
方
行
政
・
枇
園

祭
委
員
会
の
委
員
長
が
灯
党
で
あ
っ
た
た
め
、
与
党
は
中
間
報
刊

を
わ
い
、
多
品
川
決
で
押
し
切
っ
た
}

(
叫
)
民
主
吋
兄
の
同
対
幹
部
は
、
「
議
運
も
以
前
は
九
九
品

最涯の 11 本における立法的動向と I~J也占

t
ミ
一司
、
リ

オ
止
、
カ
伊
川
H舛

だ
っ
た
が
、
最
近
は
職
権
で
物
事
を
進
め
る
つ
少
数

E
凡
を
大
事

に
す
る
と
い
う
凶
会
り
古
風
が
な
く
な
っ
た
」
と
持
拍
し
て
い
る

ヴ
朝
日
新
聞
』

一C
C
判
引
六
日
月
立
日
)

C

(
お
)
衆
議
院
で
は
細
川
判

j

同
封
辿
守
政
権
に
対
抗
す
る
形
で
、
当
時

野
党
と
な
っ
た
い
民
匙
が
す
べ
て
の
内
閣
抗
出
法
索
に
対
し
て
趣

旨
説
明
肘
取
史
止
を
行
口
た
一
九
九
四
午
頃
か
ら
、
ほ
ぼ
す
べ
て

の
U
案
に
要
求
が
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(
向
太
野
新
治
『衆

議
院
を
の
ン
ス
テ
ム
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
』
東
信
堂
、
一
む
の
一
作
、

二
口
貝
)
。
白
民
党
の
政
権
復
帰
役
も
、
野
党
と
な
っ
た
新
進
党
、

民
4
党
と
野
兄
が
ほ
ぼ
す
べ
て
の
法
案
に
魁
廿
説
明
聴
取
班
点
を

つ
け
る
状
況
が
継
続
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
趣
旨
説
明
張
求
の

噌
加
は
、
法
案
の
提
出
と
と
も
に
叩
時
委
員
会
付
託
と
い
、
つ
こ
と

を
離
し
く
し
た
が
、
五
石
作
体
制
時
の
野
克
、
と
聞
な
り
、
法
案
の

存
一
一
存
川
引
き
延
ば
し
の
た
め
に
以
ぷ
す
る
と
い
う
側
同
よ
り
も
、
趣

旨
説
明
を
聴
取
し
、
野
党
側
か
ら
甑
疑
を
行
う
こ
と
で
、
政
府
案

の
問
題
点
を
折
摘
し
、
政
附
と
の
山
の
争
ト
?
を
一
小
す
と
い
う
討
論

を
平
視
し
た
も
の
に
変
っ
て
い
っ
た
、
そ
の
結
果
、
衆
議
院
本
会

議
に
お
け
る
也
旨
説
明
を
聴
取
す
る
件
数
は

j

円
民
党
政
権
時
の
刊

川
平
均

C
件
台
か
ら
、
九
九
ハ
年
以
降
、
凶
心
件
台
に
増
加

)
、
最
近
有
刊
問
で
は
年
間

γ
均
約
ガ
ロ
作
に
注
〕
て
い
る
)
川

時
に
野
党
の
対
案
も
併
せ
て
趣
旨
説
明
を
聞
く
と
い
う
従
点
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
事
例
も
増
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ご

(
お
)
一

0
0
同

1
の
年
令
改
枯
法
案
で
は
、
衆
議
院
で
政
府
案
と
い
民
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判

主
党
案
の
一
括
審
議
が
れ
わ
れ
た
後
、
自
公
民
の
一
党
間
協
議
に

よ
っ
て
、
年
余
一
冗
化
に
向
け
て
協
議
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た

も
の
の
、
参
議
院
で
は
、
民
主
党
が
以
対
に
恥
じ
、
日
野
党
間
的

対
立
が
顕
著
に
な
る
な
か
で
、
最
終
的
に
は
守
党
に
よ
る
強
行
採

渋
が
行
な
わ
れ
た
。

(
幻
)
阿
党
は
一
九
九
八
刊
の
結
克
以
降
、
政
策
調
査
会
長
の
ポ
ス
ト

を
、
伊
H

臨
英
成
議
員
、
中
野
世
寛
成
議
員
と
い
っ
た
労
組
系
議
員
が

占
め
て
い
た
が
、
二

C
C
C年
よ
り
、
菅
直
人
議
員
、
阿
同
克
也

議
目
、
枚
目
幸
男
一
議
員
、
仙
川
行
山
間
人
議
員
と
い
っ
た
同
党
の
エ
ー

ス
紋
の
人
材
を
充
て
て
い
る
c

な
お
、
同
党
の
政
策
調
音
会
長
は
、

次
の
山
内
闘
の
宵
出
長
{
円
で
あ
り
、
政
府
と
党
の
体
化
は
、
自
民

党
よ
り
は
進
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

(
お
)
民
、
一
干
党
は
、
社
民
党
と
と
も
に
、
政
府
案
を
欠
陥
法
案
と
し
て

山
し
直
し
を
求
め
て
骨
刺
殺
炉
併
を
行
な
っ
た
が
、
世
論
の
支
持
が

広
が
ら
ず
、
結
局
、
一
週
間
足
ら
ず
で
審
議
人
り
に
応
じ
る
こ
と

と
な
っ
た

二
朝
日
新
聞
』
一
ひ
っ
一
立
年
ハ
月
日
)υ

以
後
は
、

野
党
と
と
も
に
い
民
覚
の
反
対
派
議
員
に
よ
る
政
府
案
へ
の
枇
刊

が
審
議
の
焦
点
と
な
っ
た
。

(
鈎
)
政
仰
が
う
〆
兄
の
事

P

剛
審
査
を
経
ず
に
、
法
案
を
回
会
提
山
し
、

委
民
会
の
審
議
段
階
で
政
府
と
う
党
の
交
叫
に
よ
り
、
九
円
H
E

を
調

達
す
る
国
会
存
議
パ
タ
ー
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
ぷ
院
内
閣

制
モ
デ
ル
で
は
む
し
ろ
般
的
で
あ
る
(
件
勝
宏
一
内
閣
与
党

刈
六
下
の
1
4
法
遇
税
郵
政
問
辿
法
案
の
事
例
研
究
」

『同
山
社

rf 

政
能
科

F

干
研
究
L

第
ハ
巻
、
。
。
四
芹
)

(
叩
)
司
法
制
民
改
草
審
議
会
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
法
務
省
や
白

民
党
の
保
岡
興
治
司
法
制
度
特
別
制
弁
会
長
か
ら
の
働
き
か
け
を

乏
け
て
、
内
閣
一
日
一房
の
白
川
貞
一
郎
日
一
時
副
長
官
に
よ
り
内
閣
の

主
導
で
行
な
う
こ
と
が
当
時
の
橋
本
向
柑
、
梶
山
科
一
房
長

υに
よ

げ
ら
れ
た
経
緯
が
あ
る
つ
ま
た
、
改
革
審
の
会
長
に
、
行
政
改
革

会
一一
殺
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
佐
藤
辛
治
京
都
人
学
教
伐
を
推

挙
し
た
の
も
十
什
川
官
房
副
長
占
で
あ
っ
た
と
い
、
つ

(
I
門
川
fH
二
郎

「
司
法
制
民
改
羊
に
つ
い
て
」

h

司
法
改
品
調
存
室
報
』
第
一
一
号
、

一
C
C
四
午
、
一
一

1
八
頁
)

C

(
札
)
同
事
務
局
の
メ
ン
ハ
は
、
法
務
省
(
最
古
裁
山
山
一
川
合
む
)
か

ら
阿
五
名
、
弁
昔
日
士
山
名
、
法
務
省
以
外
的
府
省
か
ら
一
六
缶
、

東
電
か
ら
一
れ
の
合
計
六
六
名
か
ら
な
り
、
法
務
山
内
を
中
心
と
す

る
官
僚
制
組
織
に
よ
っ
て
小
釈
が
占
め
ら
れ
て
い
た
(
十
日
川
川

一
心
向
(
)
(
」

(
犯
)
労
働
検
討
人
品
、
司
法
ア
ク
セ
ス
検
芯
会
、

A
D
R枚
討
会
、
仲

裁
検
討
会
、
行
政
訴
訟
検
討
会
、
裁
判
長
制
反
刑
事
検
芯
会
、

公
的
弁
誌
制
度
検
討
会
、
同
際
化
検
流
会
、
法
曹
養
成
検
流
会
、

法
曹
制
度
検
討
会
が
一

0
0
一
年
一
一
月
に
設
置
さ
れ
、
後
に
、

知
的
財
産
訴
訟
検
討
会
が
追
加
き
れ
た
コ
こ
れ
ら
の
検
討
会
は
、

事
務
同

μが
開
催
す
る
事
務
局
の
「
諮
問
陣
内
問
」
的
な
位
間
づ
け

で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
検
討
会
が
法
案
刊
戒
の
た
め
の
実
説

的
な
タ
ス
ク
フ
イ

1
ス
と
な
っ
た
。
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(
幻
)
こ
の
内
、
成
止
し
た
の
は
、
一
凶
件
P
あ
り
、
叶
法
制
度
改
革

推
進
本
部
が
折
当
し
た
法
案
は
一
七
件
に
対
し
て
、
他
省
担
当
の

法
案
は
七
件
あ
り
、
こ
れ
ら
他
省
相
当
の
法
案
は
、
法
制
脊
議
会

な
ど
各
省
の
法
制
干
統
を
踏
ま
え
て
i

止
楽
さ
れ
た
。

(
弘
)
「
一
年
内
判
決
裁
判
込
述
化
法
案
、
佐
ー
略
『
治
顧
問
会
議
座
長

に
聞
く
」

a
朝

H
新
聞
-
二
0
0
二

年

一

月

一

円

)

(お
)

a
引
刊
新
聞
L

二
0
0
一一年
l

三
川
一
川
日
夕
刊
。

(
部
)
法
案
の
円
的
を
規
定
し
た
第
一
条
に
一
充
実
」
の
主
計
が
加
え

ら
れ
、
ま
た
、
当
事
者
の
賀
市
梢
に
つ
い
て
、
審
理
の
迅
速
化
に
よ

り
当
事
者
の

75コ
な
権
利
の
行
使
を
妨
げ
る
も
の
と
解
し
て
は
な

ら
な
い
と
の
制
定
が
修
正
で
追
加
さ
れ
た
。

(
訂
)
門前
向
裁
に
加
え
て
外
部
の
有
識
者
に
よ
る
客
倒
的
な
判
断
が
不

可
欠
で
あ
る
こ
と
を
刷
確
に
す
る
た
め
、
客
観
的
な
検
証
を
行
な

う
こ
と
が
修
王
で
刊
加
さ
れ
た
り
法
成
す
後
、
最
高
裁
に
政
判
の

迅
速
化
に
係
る
検
証
に
関
す
る
検
討
会
が
設
問
さ
れ
、
検
察
庁
、

弁
議
ナ
会
か
ら
も
委
員
が
参
加
し
て
、
検
証
作
業
が
れ
わ
れ
て
い

づ。
(
川
崎
)
山
川
進
「
法
実i
制
定
に
む
け
て
の
評
議
事
情
」

E

法
学
セ
ミ
ナ
ー

-

一
C
C
四
年
凶
月
号
ハ
ロ

i
ハ一

R
。

(
却
)
山
川
・
同
ハ
一
頁
=

(
叫
)
斤
藤
浩
弁
誌
上
の
発
言

『
ン
ュ
リ
ス
ト
増
刊
改
止
れ
政
事
件
訴

訟
法
研
究
'
一
0
0
五
年
一
一
月
、
i

ハ
四
頁
=

(
州
出
)
丹
藤
浩
汁
訟
上
の
発
百
・
同
一
一
一
一
、
一
台
三
貝
υ

(
必
)
塩
野
安
参
与
人
的
発
一
百
(
第
一
五
九
凶
衆
議
院
法
務
委
員
会

γ

成
一
ハ
年
五
川
一
日
会
議
録
」
。

(
ぷ
)
日
弁
辿
は
、
是
7
1
訴
訟
の

事
人
、
行
政
決
ー
'
疋
へ
の
対
象
の
拡
大
、

原
告
適
格
の
払
大
、
山
山
一
許
期
同
の
廃

H
、
行
政
側
の
社
証
責
任、

日
本
版
デ
イ
ス
カ
パ
リ
l
制
度
な
ど
の
審
理
の
方
法
の
改
書
、
仮

の
救
済
制
庄
の
導
入
、
団
体
必
芯
制
度
・
凶
民
訴
訟
の
導

人
、
弁

よ
士
費
用
の
什
雨
的
敗
訴
者
負
担
制
度
の
導
入
な
ど
を
提
言
し
て

い
る

(
H弁
連
一
行
政
訴
訟
制
度
の
抜
本
的
改
革
に
関
す
る
従
一
戸

h
政
必
訟
法
(
家
)
の
提
案
」
一

0
0
年
三
月
一
一
日
)
。

(
叫
)
府
民
党
内
で
改
中
の
推
進
役
と
な
っ
た
の
は
改
革
派
円
十
円
手
議
員

で
あ
っ
た
彼
ら
は
、
国
会
議
員
を
中
心
に
、
法
律
学
者
、
日
弁

述
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
「
困
民
と
れ
政
的
関
係
を
考
え
る
若

T

の
会
」
を
拠
点
に
、
行
政
訴
訟
制
度
の
改
革
に
泊
極
的
な
れ
政
府
門

庁
に
対
し
て
、
ワ
党
側
か
ら
改
日
小
を
推
進
す
る
原
動
力
と
な
っ
た

(
日
弁
辿
司
法
改
中
実
現
本
部
編

『司
法
改
革
市
民
の
た
め
の

可
法
を
め
ざ
し
て
』
日
本
評
論
相
、
一

G
O
T
-
干
、
一
人
口
一
今

八
一
白
川
)
、

(
必
)
日
弁
辿
司
法
改
小
実
現
本
部
編
・
阿
一
二
三
頁
。

(
剖
)
小
東
純
一
郎
内
閣
総
珂
大
出
の
答
弁
戸
第
三
ハ
一
一
回
参
議
院
本

会
議
平
成
一
ハ
年
。
月
四
日
公
設
録
)
{

(
釘
)
日
弁
辿
司
法
改
小
実
現
本
部
編
・
前
掲
書
一
人
員
。

(
組
)
一
の
険
討
会
の
ん
で
委
員
の
構
成
は
、
法
律
学
者
を
中
心
と
す

る
大
V
J

了
校
長
一
九
話
、
法
曹
一
者
一
心
部
、
企
業
一
一
%
、
行
政
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判

省
庁
七
%
、
万
組
三
%
、
消
告
者
同
休
二
%
、
マ
ス
コ
ミ
・
評
論

家
等
五
%
、
そ
の
他
凶
%
で
あ
っ
た
。
会
議
の
議
事
録
は
、
最
終

的
に
す
べ
て
の
検
討
会
が
顕
名
で
公
表
し
て
い
る
c

(
羽
)
成
守
し
た
一
四
件
の
司
法
制
度
改
革
関
連
法
案
の
内
、
人
l
会
一

致
で
成
ー
止
し
た
も
の
は
一
山
刊
で
、
そ
の
他
の
八
刊
は
、
野
党
的

一
部
又
は
全
野
党
の
反
対
が
あ
っ
一
た
っ
法
案
修
置
が
な
さ
れ
た
の

は
、
裁
判
迅
速
化
法
案
(
共
崖
社
民
反
対
)
、
司
法
制
度
改
小
の

た
め
の
裁
判
所
法
改
正
1

茶
F

民

よ

山

由

共

産

紅

民

都

所

属

反
対
)
、
担
保
物
桂
川
民
事
執
行
制
度
改
書
法
案
(
山
州
共
産
反

対
)
、
裁
判
員
法
案
(
九
会
一
故
、
以
下
同
じ
て
刑
事
訴
訟
法
改

正
日
法
案
、
総
人
門
法
律
支
援
法
案
、
司
法
修
科
貸
与
制
法
案
の
七
件

で
あ
り
、
約
三
割
の
法
案
が
修
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
υ

(
山
川
)
例
え
ば
、
ι
J
野
党
が
鋭
く
刈
i

止
し
た
年
企
改
革
法
案
の
場
合
も
、

少
子
同
齢
化
に
よ
る
司
金
改
革
の
必
一
世
性
自
体
は
、
日
野
党
と
も

に
共
通
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
々
法
論
と
し
て
、
政
附
ワ
党
が

現
行
の
賦
課
j
H
式
の
も
と
で
、
保
険
料
と
給
付
を
一
定
の
水
準
に

綾
封
し
よ
う
と
し
た
の
に
対

L
、
野
党
の
川
町
ヱ
党
が
最
低
保
障
引

〈
J

を
基
礎
に
年
金
制
度
の
一
元
化
を

H
指
し
た
の
も
、
何
が
年
令

改
章
に
と
っ
て
有
効
か
に
つ
い
て
の
認
識
の
ギ
ヤ

y
プ
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
}

(弘

)
U曹
(
ほ
と
ん
と
が
汗
諜

l
)
山
身
の
衆
議
院
議
員
は
、
自
民

完
八
人
、
公
明
党
六
人
、
民
主
党
一
一
人
、
社
民
止
、
共
，
片
党
各

一
人
の
合
計
一
七
人
で
、
公
明
党
、
民
!
?
兄
の
比
率
が
同
い
、
特

rf 

に
、
公
明
党
や
民
党
は
、
斬
部
ク
ラ
ス
に
法
白
山
身
者
が
多
い
{
}

衆
議
院
法
務
委
員
会
で
は
、
こ
う

ν

た
弁
護
士
山
川
身
議
員
を
含
む

与
野
党
の
司
法
関
係
議
員
が
、
司
法
制
民
改
革
に
関
す
る
憲
法
論

や
政
策
論
の
議
論
の
中
心
と
な
ワ
た
じ

(
臼
)
議
員
の
政
治
活
動
に
お
け
る
最
大
の
関
心
古
川
は
、
再
選
で
あ
る

と
さ
れ
る
が
、
司
円
以
制
反
は
、
従
来
、
再
選
の
た
め
に
有
利
と
さ

れ
る
地
元
選
、
中
区
へ
の
利
益
誘
洋
に
直
結
す
る
わ
け
で
も
な
く
、

議
員
に
と
っ
て
必
ず
し
も
関
心
の
同
い
テ
1
7
で
は
な
か
2

た

白
民
党
の
会

T
議
貝
が
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
今
次
司
法
制
度
改

革
が
事
前
現
制
・
調
整
担
の
行
政
シ
ス
テ
ム
か
ら
事
後
ヂ
ゴ

y
ク

此
済
型
の
社
会
ン
ス
テ
ム
へ
の
転
換
を
阿
る
た
め
の
本
株
を
整

備
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、

そ
う
し
た
点
で
、
行
政
改
吊
な
ど
の
楕
泣
改
革
推
進
派
と
の
人
的

政
策
的
な
共
通
併
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
指
折
で
き
る
。

(
日
)
古
川
貞
一
郎
一
総
理
宵
邸
と
川
一房
の
研
究
体
験
に
本

ε

つ
い
て
」

日
本
行
政
苧
公
編

『
1
報
行
政
研
究
四
む
号
官
邸
と
官
房
L

ぎ
ょ

う
せ
い
、
一

C
C
T札
利
、
ヒ
頁
c

(
は
)
一

0
0
問
介
一
川
の
司
法
制
度
改
小
推
進
本
部
内
設
問
則
限

の
到
来
に
よ
り
、
同
一
一
月
に
は
、
内
閣
官
房
に
叶
法
制
度
改
草

推
進
室
(
記
長
に
本
田
守
弘
前
最
同
検
検
事
)
が
設
直
さ
れ
、
今

後
の
司
法
制
度
改
小
推
進
に
か
か
わ
る
政
府
の
政
策
の
統
一
を
凶

る
た
め
に
必
史
な
総
人
口
調
撃
の
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
ま

た
、
同
一
一
川
に
は
、
内
閣
宵
房
と
一
体
と
な
っ
て
、
法
務
省
に
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お
い
て
同
省
所
管
の
制
皮
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
司
法
制
度
改

革
実
施
推
進
会
議
(法
務
事
務
次
官
を
議
長
)
が
設
問
さ
れ
た
。

こ
の
ほ
か
、
今
般
の
司
法
制
度
改
#
で
実
現
し
た
諸
制
度
の
円
滑

な
実
施
及
び
今
後
必
以
な
見
直
し
等
を
行
う
た
め
の
司
法
制
度
改

革
に
関
す
る
協
議
会
(
最
同
裁
判
所
事
務
総
長
、
法
務
事
務
次
官
、

川
本
弁
高
士
連
合
会
事
務
総
長
よ
り
楕
成
)
が
設
置
さ
れ
て
い
る

が
、
い
ず
れ
も
わ
政
煮
詰
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

(杭
)
本
稿
は
、

-
0
0五
年
八
月

一
八
円
に
実
施
さ
れ
た
守
法
過
科

研
究
会
で
の
け
頭
椴
告
に
一
部
加

筆

修

止
し
た
も
の
で
あ
る

3

最近の 11本における止法的動向と I1:J也古
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